
Ⅰ生活保護の現状   





被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移  
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世帯類型別被保護世帯数の推移  

平成16年度の総世帯数は約100万世帯であり、  

○ 構成割合でみると、約半数（46．7％）が高齢者世帯である。  

○ 保護率・保護人員が底であった平成7年度からの変化をみると、－いずれの世帯   

類型も被保護世帯数は増加しているが、直近ではその伸びは鈍化している。  

資料：福祉行政報告例  

（注）平成17年度より世帯の定義を変更したことから、平成16年度以前で比較  

－ 5 －   



世帯類型別世帯保護率の推移  

昭和59年度   平成7年度   平成16年度   

総数   21．1（143．5）   14．7（100．0）   21．5（146．0）   

うち高齢者世帯  80．1（176．8）  45．3（100．0）  48．7（107．6）  

母子世帯  224．7（206．7）  108．7（100．0）  139．7（128．6）  

その他世帯  

（傷病・障害者世帯を含む）  
12．7（149．4）  8．5（100．0）  12．3（144．7）   

単位は％。、括弧内は平成7年を100とした指数。  
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地方自治体の種類別被保護世帯数等の分布  

○被保護世帯数、被保護人員を見ると、政令指定都市ヰ核市・東京都23区で半数以上を占めている。  

「  

被保護世帯数  

国政令指定都市  

■中核市  

□東京都23区  

□その他の市  

■都道府県   

被保護人員  

福祉事務所数  

＋▼¶＿仙」   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

資料：「被保護世帯数」「被保護人員」福祉行政報告例（平成18年度）  

「福祉事務所数」厚生労働省社会・援護局総務課調べ（平成18年10月時点）  
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地域別保護率の比較  

平成18年度   

％0  ％0  

全  国  11．8  熊 本 県  8．8   

大 阪 府   25．1  宮 城 県   8．2   

北 海 道   24．2  岩 手 県   8．1   

高 知 県   21．1  千 葉 県   8．1   

京 都 府   19．1  鳥 取 県   7．9   

福 岡 県   18．5  埼 玉 県   7．5   

青 森 県   17．0  佐 賀 県   7．2   

沖 縄 県   16．3  福 島 県   7．2   

長 崎 県   15．8  三 重 県   7．0   

東 京 都   15．6  栃 木 県   6．6   

鹿児島県   14．8  愛 知 県   6．0   

徳 島 県   14．6  島 根 県   5．8   

兵 庫 県   14．4  滋 賀 県   5．7   

大 分 県   13．3  新 潟 県   5．7   

神奈川 県   11．8  茨 城 県   5．4   

広 島 県   11．7  石 川 県   4．5   

和歌山 県   11．4  静 岡 県   4．4   

宮 崎 県   11．2  群 馬 県   4．3   

秋 田 県   11．1  山 形 県   4．2   

奈 良 県   11．1  山 梨  県   4．0   

愛 媛 県   10．8  長 野 県   3．3   

山 口 県   10．4  岐 阜 県   3．2   

岡 山 県   10．0  福 井 県   2．7   

香 川 県   9．4  富 山 県   2．3   

平成7年度   

％0  ％0  

全  国  7．0  鳥 取 県  6．1   

福 岡 県   16．4  佐 賀 県   5．8   

北 海 道   15．4  神奈川 県   5．7   

高 知 県   15．3  岩 手 県   5．2   

京 都 府   14．3  三 重 県   4．7   

沖 縄 県   12．9  島 根 県   4．5   

大 阪 府   11．4  滋 賀 県   4．2   

徳 島 県   11．3  宮 城 県   4．1   

青 森 県   11．0  福 島 県   4．0   

長 崎 県   10．8  山 形 県   3．4   

鹿児島県   10．5  愛 知 県   3．4   

大 分 県   9．4  千 葉 県   3．2   

宮 崎 県   8．5  新 潟 県   3．2   

東 京 都   8．1  茨 城 県   3．1   

兵 庫 県   7．9  栃 木 県   3．1   

奈 良 県   7．8  埼 玉 県   3．1   

山 口 県   7．8  石 川 県   2．7   

愛 媛 県   7．8  群 馬 県   2．6   

熊 本 県   7．5  長 野 県   2．3   

香 川 県   7．4  山 梨  県   2．2   

和歌山 県   7．3  静 岡 県   2．2   

秋 田 県   7．0  福 井 県   2．1   

岡 山 県   6．9  富 山 県   2．0   

広 島 県   6．3  岐 阜 県   2．0   

資料：福祉行政報告例  

注：指定都市・中核市は都道府県に含む。  
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指定都市別保護率の比較  

平成7年度  平成18年度  

京都市   21．0   

大阪市   18．0   

札幌市   17．0   

北九州市   15．2   

福岡市   15．1   

神戸市   14．9   

川崎市   9．0   

横浜市   6．9   

広島市   6．6   

名古屋市   6．6   

仙台市   5．2   

千葉市   4．6  

大阪市   41．8   

札幌市   27．4   

神戸市   26．7   

京都市   26．2   

福岡市   18．7   

川崎市   17．9   

広島市   15．5   

横浜市   13．8   

千葉市   12．9   

名古屋市   12．8   

北九州市   12．8   

仙台市   10．7   

資料：福祉行政報告例  

注：さいたま市、静岡市及び堺市については、平成7年度は指定都市ではないため除外している。  
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保護費の構図  

（平成20年度予算ベース）  

保護真の総額及び扶助の種別等の構成  

※国庫負担額は上記の3／4である。  
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生活保護世帯の類型別にみた現状と課題  

●世帯数：47万世帯＝一般高齢者世帯の5．6％   

世帯人員数：52万人＝一般高齢者世帯人員の2．0％  

●単身世帯率＝89．2％  

（Cf．一般高齢者の単身世帯率22．4％）  

●一人当たり年金受給軽：45，918円（平成17年度）  

（Cf．一般の一人当たり老齢基礎年金受給額  

：53，012円（平成17年度））  

●住宅扶助を受けている世帯割合：75．6％  

（高齢者の生活保護受給世帯の持ち家率：6．4％）  

●医療扶助を受けている世帯割合：94．4％  

●一人当たり医療扶助責  
：1，115，275円（平成17年度、年額）  

（cf．一般高齢者の一人当たり医療責：655，700円  

（平成17年度、年額））  

●入院者数割合二8．8％  

（Cf・一般高齢者の入院者数割合‥3．6％（平成17年度））  

●介護保険施設入所者数割合：6．2％  

（cf．一般の第1号被保険者における介護保険施設  

入所者数割合：3．0％（平成17年度））   

●世帯数：9万世帯＝全国の母子世帯の11．8％  

●就労率＝47．4％（cf．一般の母子世帯就労率：83．9％  

（平成17年度））  

●住宅扶助を受けている世帯割合：94．9％  

（母子の生活保護受給世帯の持ち家率：0．5％）  

●医療扶助を受けている世帯割合：95．9％  

（※ 別に記載がない場合は全て平成18年度）  

【被保護世帯・人員の内訳】  
（平成18年度）  

【課題】  

入院から施設■在宅へ  

生活習慣病の管理へ  
高齢者  

世帯人員  

35．4％  
高齢者世帯   

44．1％  

・高齢者のニーズに合  

わせた住宅の確保   

母子世帯人員   

16．9％   
母子世帯   

8．6％  

傷病者・障害者   

世帯人員  

36．4％   

（傷病者世帯）  

23．2％  

（障害者世帯）   

13．2％  

傷病者・  

障害者世帯   

37．0％   

（傷病者世帯）  

25．4％  

（障害者世帯）   

11．7％  

その他世帯人員  
11．3％  

その他世帯   

10．2％  

計1，075，820世帯 計1，513，892人   

全国の保護率11．8％。（平成18年度）  
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Ⅱ 生活保護の課題   





生吉備鳳こつし、て手酌商されてし憾 

1．保護基準  

○ 消費実態との不均衡－5年に1度の定期的検証による「根拠ある保護基準」の確立  

・基礎年金水準との整合  ・多人数世帯が割高  ・地域差の縮小  

・生活保護からの脱却のインセンティブが低い  

2．保護適用等の適正化  

○ 生活保護を受けるべき者が受給し、受けてはいけない者が受給していないか  

・漏給防止（申請権の侵害、辞退届による保護脱却後の自立の目途の確認）  

・濫給防止（暴力団対策、年金担保貸付利用者への対応）  

3．自立支援  

○ 自立支援プログラムの推進  
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Ⅲ 生活保護の課題  

1．保護基準   





生活保護制度の在り方に関する専門委員会（平成15～16年）（中間とりまとめ・報告書の概要）  

生活扶助基準の水準に関すること  

○生活扶助基準は、一般国民の生活水準との関連においてとらえられるべき相対的なもの。具体的には、年間   

収入階級第1／10分位の世帯の消費水準に着目することが適当。  

○勤労3人世帯の生活扶助基準について、低所得世帯の消費支出額との比較において検証・評価した結果、そ   

の水準は基本的に妥当。  

生活扶助基準の体系（設定及び算定方法）に関すること  

○多人数世帯について、世帯規模の経済性等を検討する必要。  

○単身世帯について、一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の基準の設定を検討する必要。  

○現行の年齢別較差は、おおむね妥当であるが、年齢区分の幅の拡大などについて見直しが必要。  

級地に関すること  

○現行級地制度は、最大較差22．5％とされているが、現在の一般世帯の生活扶助相当消責支出額をみると、   

地域差が縮小する傾向が認められた。市町村合併の動向にも配慮しつつ、今後詳細なデータによる検証を行っ   

た上、級地制度全般について見直しを検討することが必要。  
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生活扶助基準の評価・検証等に関すること  

○今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消真実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に見極め   

るため、全国消真実態調査等を基に5年に1度の頻度で検証を行う必要がある。   

なお、生活扶助基準の検証に当たっては、平均的に見れば、勤労控除も含めた生活扶助基準額が一般低所   

得世帯の消費における生活扶助相当額よりも高くなっていること、また、各種控除が実質的な生活水準に影響   

することも考慮する必要がある。   

○また、これらの検証に際しては、地域別、世帯類型別等に分けるとともに、調査方法及び評価手法についても   

専門家の知見を踏まえることが妥当。  
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（抜粋）  

【社会保障】  

＜生活保護＞  

■以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り2007年度に、  

間に合わないものについても2008年度には確実に実施する。   

一生活扶助基準について、低所得世帯の消真実態等を踏まえた見直しを行う。  

ー母子加算について就労支援策を講じつつ廃止を含めた見直しを行う。  

一級地の見直しを行う。   

一自宅を保有している者について、リバースモゲージを利用した貸付け等   

を優先することとする。   

・現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的な検討に  

着手し、改革を実施する。  
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「生活扶助基準に関する検討会」について   

1．趣 旨   

平成16年12月に報告された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」においては、  
「生活扶助基準と一般低所得世帯の消真実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に   

見極めるため、全国消真実態調査等を基に5年に一度の頻度で検証を行う必要がある」とされた   
ところである。  

また、平成18年7月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」に   
おいては、「生活扶助基準について、低所得世帯の消費実態等を踏まえた見直し」及び「級地の   
見直し」を行うこととされたところである。  
これらを踏まえ、級地を含む生活扶助基準の見直しについて専門的な分析・検討を行うため、   

学識経験者等による「生活扶助基準に関する検討会」を開催する。   

2．主な検討項目   

直近の全国消真実態調査に基づき、以下の事項について評価・検証を行う。   

○ 生活扶助基準の全体水準   

○ 級地別基準   

○ その他  

（敬称略 50音順）   

首都大学東京都市教養学部教授   

早稲田大学法学学術院教授   

慶應義塾大学経済学部教授   

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授   

慶鷹義塾大学商学部教授  

卓  

馨 実  

康 平  

嘉 昭  

美 雄  

部
池
村
本
口
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）
 
 

長
 
 

腫
 
 

4．検討経過   

第1回10月19日（金）、第2回10月30日（火）、第3回11月8日（木）、第4回11月20日（火）、   
第5回11月30日（金）報告書の取りまとめ  
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生活保護制度の概要  

○ 生活保護制度の目的  

○最低生活の保障   

⇒資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施  

○自立の助長  

最低生活の保障  

①資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、  
保護に優先される。  

・不動産、自動車、預貯金等の資産  

・稼働能力の活用  

・年金、手当等の社会保障給付   

◇保護の開始時に調査  

（預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状  
況等を踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養  
能力等）  

◇保護適用後にも届出を義務付け  
・扶養義務者からの扶養  

②支給される保護費の額  

■厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活貴から収入を差し引いた差額を保護責として支給  

最 低 生 活 責  収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族に  

よる援助等を認定。  

預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定  

するため、これらを使い尽くした後に初めて保護適用となる。  

支給される保護責  

自立の助長  

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査  

・就労の可能性のある者への就労指導  
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○ 生活扶助基準の例 （平成20年度）  

東京都区部等   地方郡部等   

3人世帯（33歳、29歳、4歳）   167，170円   130，680円   

単身世帯（68歳）   80，820円   62，640円   

夫婦世帯（68歳、65歳）   121，940円   94，500円   

母子世帯（30歳、4歳、2歳）   166，160円   132，880円   

※上記額に加えて、家賃、医療等の実費相当が必要に応じ給付される。  

○ 生活保護の手続  

事前の相談  保護の申請  保護費の支給  

生活保護制度の説明  

生活福祉資金、障害者施策等  

各種の社会保障施策活用の  

可否の検討   

・預貯金、保険、不動産等の資産調査  

・扶養義務者による扶養の可否の調査  

・年金等の社会保障給付、就労収入等   

の調査  

・就労の可能性の調査   

最低生活貴から収入を引いた鎮を支給  

世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査  

収入・資産等の届出を義務付け、定期的に  

課税台帳との照合を実施  

就労の可能性のある者への就労指導  

○ 保護の実施機関と費用負担  

○都道府県（町村部）・市（市部）が実施。  

○都道府県■市は、福祉事務所を設置し、被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定。  

○保護費については、国が3／4、地方自治体が1／4を負担。  

ー 25 －   



生活扶助基準の改定方式の変遷  

①標準生計貴方式（昭和21年～22年）  
当時の経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計責を基に算出し、生活扶助基準とする方式。  

②マーケットバスケット方式（昭和23年～35年）  

最低生活を営むために必要な飲食物責や衣類、家具什器、入浴料といった個々の品目を一つ一つ積み上げて  
最低生活費を算出する方式。  

③エンゲル方式（昭和36年～39年）  
栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて計算し、別に低所得世帯の実   

態調査から、この飲食物責を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから逆算して総生活費を算  
出する方式。  

④格差縮小方式（昭和40年～58年）  
一般国民の消真水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般国民と被保護世帯との消真水  

準の格差を縮小させようとする方式。  

⑤ 水準均衡方式（昭和59年～現在）  

当時の生活扶助基準が、一般国民の消真実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想   
定される一般国民の消責動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消真実態との調整を図るという  
方式。  
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給付額の比較  

イギリス   フランス   ド イ ツ   スウェーデン   アメリカ   日 本  

制度名  参入最低限所得  
所得補助  社会扶助   社会扶助   TANF   

（RMI）  

生活保護   

州・市ごとに独白り）基  市ごとに独白の基準  州ごとに独自の基準   ／全力㌫精一媒准  

給 付  l基本原則l  ／ゝ園好一基准   
／＼「玉†好一基准  （地域差あり）   

準を設定 （全円標準☆あり）   を設定（全国標準☆あ  り）  を設定（全し旦標準な  し）   

l  J⊥lコ∑＝  
州・市ごとに独白り）基  市ごとに独白の基準  州ごとに独自の基準  l   Ⅰ二㌧」∫  

基本原則   準を設定  を設定（全国標準☆あ   
給  （地域業なL）   （地域差なし）  

（全円標準☆あり）  り）   し）  

（地域差あり）  
付  

基 準   

用いた給付額算  全国統▲基準   全国統一基準   仝し旦標準の基準額  全国標準の蛙準客自   イリノイ州   1級地－1  －13級断1   
出の元データ  

週£54．65  
単身者  

月額換算約£242．10   
月額E411．70   月額E339   月触Kr3，255  月額＄223（シカゴ）  

現  
地  カップル  週£87．75 月額換算約£379．87  月額E617．55  月額E613  月額Kr5，455  月額＄292（シカゴ）  通  

カップル＋  遁£125．83  月額E840  
月額E741．06  H額Kr7、210  月額 ＄396（シカゴ）  

子ども（4歳）    月穎換算約£557．43  （但し10歳の子ども）  

為替レート（対米ドル）  1．603   1．073   1．073   0．117   1．000  0．841   

為替レート  1ポンド＝190．61「1  1ユーロ＝136．86FT］   1ユーロ＝136．86円  1クローナ＝13．91トリ  1ドルニ118．91円  

日  単身者   46，146H   52，513円   43，240卜⊥」   45．284「l」   26，356円   84，850  77、220   69，580  

本  
円  カップル   72，407門   78，769円   78，189円   75，890「1」   34，511円   129，940  118．250  106、550  

カップル＋  
換 算  

子ども（4歳）   

106，251円   94，523円   100，306ト1」   46，803円   162，490  147．870  133，240   

価格インデックス  ロンドン   パリ   フランクフルト   ストックホルム   シカゴ   東京  

（家賃除く）（東京＝100）  91．5   83．7   73．6   85．4   91．1   100．0  

給付額  単身者   50，433円   62，740円   58，750円   53．026H   28，931円   84，850H  H 69、580ト1  

インデックス  

調整後  カップル   79，133「r］   94，109円   106，235円   88．864H   う7，883卜†j   129．940円  118，250H106，550H  

日本円  
表記  116，121H   112，931円   145，575H   117，454門   51、375H   162，490「r」  147，870円133，240円   

子ども（4歳）  

給付水  単身者   59．44   73．94   69．24   62．49   34．10   100．0  

準  
インデックス  60．90   72．42   81．76   68．39   29．15   100．0  

（東京＝  

100）  
71．46   69．50   89．59   72．28   31，61   100．0  

＊全国標準あり：各自治体等が基準を設定する際に、ガイドラインとして中央政府が提示する給付基準の提示がある場合。  

出典：我が国の生活保護制度の諸問題にかかる主要各国の公的扶助制度の比較に関する調査報告  
（平成16年3月 厚生労働省社会・援護局保護課）  
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○ 最低生活費の体系  

地区別冬季加算  

生活扶助  

住宅扶助  

学校給食糞  通学交通費   教 材 代  教育扶助  

介護扶助  

医療扶助  

出産扶助  

生業扶助  

葬祭扶助  

勤労控除  

生業責・技能修得貴（高等学校等就学責含む）・就職支度責  
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○ 最低生活真の算定例（平成20年度）  

生活保護制度における最低生活費の算出方法（平成20年度）  

【最低生活貴＝（手＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦】  

①生活扶助基準（第1類費）  ③加 算 額  

1級 地  2 級 地  3 級 地  
年齢                1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地一2   

0～ 2  20，900  19，960  19，020  18，080  17，140  16，200   

3～ 5  26，350  25，160  23，980  22．790  21．610  20，420   

6～11  34，070  32，540  31，000  29，470  27，940  26，400   

12′、■19  42．080  40，190  38，290  36，400  34，510  32，610   

20′、■40  40，270  38，460  36．650  34，830  33，020  31．210   

41～ 59  38，180  36．460  34．740  33，030  31，310  29，590   

60～69  36，100  34，480  32，850  31，230  29，600  27，980   

70～   32．340  31，120  29，430  28．300  26．520  25．510   

加 算 客員  
加算できる対象         1級地  2級地  3級地   

障 ≡巨  身体障害者障害程度等級 表の卜2級に該当する者等  26．850  24，970  23，100   

l：コ 者  身体障害者障害程度等級 表の3級に該当する者等  17，890  16，650  15，400   
1母  7，750  7．210  6，670  
人子  
親世  8．360  7，780  7．210  

世せ  
帯等   310  290  270   

地
域
に
よ
り
こ
の
額
以
上
の
 
 

特
別
基
準
あ
り
。
 
 

①該当者がいるときだけその分を加える。   

若人院患者、施設入所者は金額が異なる。   

③このほか、「妊婦・産婦」などがいる場合は、別途、妊婦加算等あり。   

⑨児童とは、15歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者。  世帯構成員の数が4人の世帯の場合は、第1類貴の個人別の額を合算した額に0 95  
を乗じた額をその世帯の第1類責とし、世帯構成員の数が5人以上の世帯の場合は、同  
じく合算した額に0 90を乗じた額をその世帯の第1類費とする。  

l  

②生活扶助基準（第2類責）  

三…∴∴≡  

1級 地  2 級 地  3 級 地  

人員                1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地一2   

1人  43，430  41，480  39，520  37．570  35，610  33，660   

2人  48，070  45，910  43，740  41，580  39，420  37，250   

3人  53．290  50．890  48，490  46，100  43．700  41．300   

4人  55．160  52，680  50，200  47，710  45．230  42，750   

5人以上1人を増す ごとに加算する額  440   440   400   400   360   360   

扶助基準  
こ
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
教
材
費
な
 
 

ど
の
実
費
が
計
上
さ
れ
る
。
 
 

∴
 
 

二＝   

このほか、出産、葬祭  
などがある場合は、 のが 
それら経費一定  
額加算される。  

居
宅
介
護
等
に
か
か
っ
た
 
 

介
護
費
の
平
均
月
額
 
 

最
低
生
活
費
認
定
額
 
 

ェ級地別に入院患者、施設入所者、出接着を除いたすべての世帯員を合計する。  

②冬季（11月…翌年3月）には地区別に冬季加算が別途計上される。  
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○ 現行の生活扶助基準の設定方法について  

○現行の生活扶助基準は、3人世帯を基軸として設定。  

○一般世帯の消真実態の第1類糞（食責、被服責等が相当）と第2類糞（光熱水貴、家具家事用品等が相当）の構成割合を参考として、   

生活扶助基準を第1類責と第2類真に展開   

○第1類真については、年齢別の栄養所要量を参考とした指数で展開  

○第2類真については、一般世帯における世帯人数別の消責支出を参考とした指数で展開  

現行の生活扶助基準の設定方法  

○第1類費（食卓、被服費等が相当）   

年齢別の栄養所要量を参考とした指数で展開  
3人世帯の生活扶助基準額   

162，170円（100．0％）   

33歳・29歳・4歳  

0～2歳  6～11歳  

現行の第1類費   51．9  84．6   89．6  80．3   

◇  単位‥。  

0～2歳   3～5歳   6～11歳  12～19歳  20～40歳  41～59歳  60～69歳  70歳～   

基 準 額   20，900  26，350  34，070  42，080  40，270  38，180  36，100  32，340   一般世帯の消費実態の第1類責と第2類真  
の構成割合を参考として第1類費と第2類  

費に展開  

第1類費：106，890円（65．9％）  

第2類費：55，280円（34．1％）  

○第2類費（光熱水費、家具什器等が相当）   

世帯人員別の消責支出（第2類真相当）の指数を参考として展開  

1人世帯  2人世帯  4人世帯  

現行の第2類責   81．5   90．2  103．5   104．3   

◇  単位＝。  

1人世帯  2人世帯  3人世帯  4人世帯  5人世帯   

基 準 額   44，270   49，740   55，280   57，410   57，850   
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○ 級地の概要  

級地制度は、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的  
としたもの。  

○現行の級地間較差（昭和62年度～）  

現行の級地は、1級地－1から3級地－2までの6区分のなかで、それぞれの較差を4．5％ず   

つとして設定している（計22．5％）。  

級地間較差（1級地－1＝100）  

1級地－1   1級地－2   2級地－1   2級地－2   3級地－1   3級地－2   

級地間較差   100．0   95．5   91．0   86．5   82．0   77．5   

○現行の級地指定（昭和62年度～）  

各市（区）町村ごとに指定している。  

級地別市町村数（平成19年4月1日現在）  

総 数   1級地－1   1級地－2   2級地－1   2級地－2   3級地－1   3級地－2   

東京都23区   札幌市   金沢市   長岡市   弘前市   結城市  

市町村の例  横浜市   千葉市   静岡市   三島市   福知山市   篠山市  

大阪市   福岡市   高知市   佐世保市   今治市   宇和島市   

1，806   58   50   121   79   575   923   
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○ 勤労控除の概要  

①勤労に伴う必要経責を補填  

「勤労収入を得るためには、勤労に伴う被服責や知識・教養の向上等のための経責が必要となることから、 文勤労に伴う被服責や知識■教養の向上等のための経責が必要となることから、 

芸二…芸…羞芸；≡：勤労収入う  r: 

②勤労意欲の増進・自立助長   

※現在の方式は「昭和60年12月17日 中央社会福祉審議会意見具申」における「自立助長を促進するという観点から  

勤労意欲の増進が効果的に図られるよう制度を見直す必要がある。」との指摘を踏まえて設定されたものである。  

○基礎控除［上限額 月額33，190円（1級地） 勤労収入額8，000円までは全額控除］   

経常的な経書を対象とする基礎控除の控除額は、勤労収入に比例して増加させる方式（収入金額  

比例方式）を採用している。   

○その他の控除   

■特別控除［年間勤労収入額の1割 上限額 年額150，900円（1級地）］  

・新規就労控除［基準額 月額10，400円（各級地共通）就労から6か月間］  

・未成年者控除［基準額 月額11，600円（各級地共通）］  
世帯類型別にみた勤労控除額  

総 数   高齢者世帯   母子世帯   傷病・障害世帯   その他世帯   

勤労控除適用世帯の  
平均控除額（実績）  23，103円   13，742円   25，810円   20，593円   25，370円   

（1世帯あたり月額）  

就労世帯数   124，310   11，820   38，600   35，220   38，670   

就労率   12．2％   2．7％   49．4％   8．9％   37．5％   

資料：被保護者全国一斉調査（平成17年7月1日時点）  
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○ 勤労控除（基礎控除）の仕組み  

○就労収入額に比例して基礎控除額が増える仕組み。  

○就労収入8，000円までは全額控除となっている。  

○就労収入240，000円で基礎控除額の上限額（33，190円）となっている。  

就労収入別にみた基礎控除額・控除率（1級地－1の場合）  
基礎控除額（円）  控除率  

就労収入額   8，000円   50，000円   100，000円   150，000円   200，000円   240，000円  260，000円   

基礎控除額   8，000円   15，220円   23，220円   26，660円   30，380円   33，190円   33，190円   

控除率   100．0％   30．4％   23．2％   17．8％   15．2％   13．8％   12．8％   
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○ 一般低所得世帯の消費支出額について（全国消費実態調査結果）  

①夫婦子1人（有業者あり）世帯の生活扶助相当支   ②単身世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額   

出額と生活扶助基準額との比較  との比較  

（60歳以上の場合）  
単位＝円  単位：円  

第1・十分位  第1・五分位   

年齢区分  生活扶助相  生活扶助  生活扶助相  生活扶助  

当支出額   基準額   当支出額   基準額   

60歳以上  62，831   71，209   71，007   71，193  

60～69歳   68，666   72，956   79，110   72，913  

70歳以上   57，553   69，628   64，838   69，884   

第1一十分位  第1・五分位   

生活扶助相  生活扶助  生活扶助相   生活扶助   

当支出額   基準額   当支出額   基準額   

148，781  150，408   153，607   150，840  

※1平成16年全国消費実態調査特別集計の結果。   

※2生活扶助相当支出額は、消責支出額から家賃、医療等の生活扶助に相当しないものを除いたもの。   

※3生活扶助基準額は、集計の対象となっている世帯のそれぞれの生活扶助基準額を算出し、その平均をとったもの。  

また、比較する基準額は平成16年度ベースのもの（ただし、平成16年度以降の制度見直しを反映したもの）。なお、別途、勤労  

控除により対応している就労に伴う必要経費は加えていない。   

※4②の分位の設定は、年間収入に、「貯蓄残高一負債残高」／「平均余命」、を加えた指標を用いた。  
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○ 世帯人数別の生活扶助基準額の検証  

○ほぼ全ての費目でスケールメリット（規模の経済）がはたらいている。  

○多人数世帯において、生活扶助基準額と消責支出額の帝離が大きくなっている。  

○世帯人数別の消費支出額の指数は、第1類費と第2類費とで大きな差はなく、同様のスケールメリットがはたらいている。  

世帯人員別にみた消費支出額（有業者有り世帯）と生活扶助基準額の比較  

消費支出額（円）  指数（1人＝1，00）  責目別構成割合  

1人   2人   3人   4人   5人   1人   2人   3人   4人   5人   1人   2人   3人   4人  5人   

集計世帯数  639  2，493  2，575  2，574  1，195  

生活扶助相当支出計  88，080  149，211  166．949  175，497  188，066   

第1類真相当支出  44，875  71，736  86．580  96，057  104，712  1．00  1，60  1，幻  2．14  2．33  50．9％  ヰ8．1％  51．鍋  54．7％  55．7％  

第2類真相当支出  43，205  77，476  80，370  79，441  83，354  1．00  1．79  1．88  1．糾  1．93  49．1％  51，9％  ヰ8．柑  45．3％  44．3％  

食料  28，425  47，427  55，073  59，308  66，862  1．00  1．67  1．94  2．09  2．35  32．3％  31，8％  33．0％  33．鍋  35．6％  

住居（修繕材料）  527   336   222   355  1．00  6．06  3．86  2．55  4．08  0．1％  0．4％  0．2勺も  0．10も  0．2％  

光熱・水道  8，059  14．824  17，233  18，365  21，413  1．00  1．84  2．14  2．28  2．66  9．1％  9．9％  10．3サら  10．59も  11．4？も  

家具・家事用品  3，567  6，540  7，096  6，932  7，347  1．00  1．83  1．99  1．94  2．06  4．0％  4．4％  4．3％  3．9？も  3．9％  

被服及び履物  6，423  6，429  7，764  9，050  9，026  1．00  1．00  1．21   1．41  1．41   7．3％  4，3％  4．7？も  5．29も  4．8％  

保健医療  1，956  3，898  3，900  3，884  3，897  1．00  1．99  1．99  1．99  1．99  2．2％  2，6％  2．3？も  2，2ウも  2．1？も  
交通・通信  9．980  10，856  14月39  15，352  16，393  1．00  1．09  1．41   1．54  1．64  11．3サi  7．3％  8．49b  8．7？も  8．7％  

教育  2   220   791  2，176  2．760  1，00   110  396  1，088  1，380  0．0％  0．1％  0．5％  1．2年b  1．5サb  

教養娯楽  12．553  16，563  17．250  19，738  21，327  1．00  1．32  1．37  1．57  1．70  14．3％  11．1％  10．3％  11．2％  11．3％  

その他の消費支出  17，029  41，927  43，468  40．471  38β86  1．00  2．46  2．55  2．38  2．27  19．3％  28．1％  26．0％  23．1％  20．6％  

諸雑費   8，071  13．839  14，046  13，376  13，612  1．00  1．71  1．74  1．66  1．69  9．2サb  9．3％  8．4％  7．鍋  7．2？も  

こづかい（使途不明）   22  7．546  12，753  14，286  13，792  1．00  343．00  579．68  649．36  626．91  0，Oqi  5．1％  7，6％  8．1qも  7．3％  

交際費   8，131  18，186  13．803  11，201  9，510  1．00  2．24  1．70  1．38  1．17  9．2％  12．2サb  8．3％  6．4％  5．1りb  

仕送り金   804  2，356  2，866  1，608  1，773  1，00  2．93  3．56  2．00  2．21  0．9％  1．6％  1．7サb  0．9？も  0．9？も   

生活扶助基準計（1類＋2類）  75，393  108，216  145，354  171，350  191，377  1．00  1．44  1．93  2．27  2．54  100．0乳  100，0％  1閲．0％  100，肪  100．0％  

第1類責  35，449  65，603  97，796  122，107  142，581  1．00  1，85  2，7＄  3．ヰヰ  4．02  47．0％  60．8％  67．3％  71．3％  74．5％  

第2類費  39，944  42．613  47，558  49，242  48，797  1．00  1．07  1．19  1．23  1．22  53．01  39．4％  32▲7％  28，7％  25．5％   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  

注1消費支出額は世帯人員別の年間収入第1・五分位に属する世帯の平均額  

注2生活扶助基準額は、全国消費実態調査の当該世帯のそれぞれの年齢、世帯人員、級地に対応した額を算出し、その平均を用いた。  
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世帯人員別にみた消責支出額（有業者有り世帯）と生活扶助基準額の比較  

1人   2人   3人   4人   5人   

生活扶助相当支出計   1．00   1．69   1．90   1．99   2．14   

第1類真相当支出   1．00   1．60   1．93   2．14   2．33   

第2類費相当支出   1．00   1．79   1．86   1．84   1．93   

生活扶助基準額計   1．00   1．44   1．93   2．27   2．54   

第1類費   1．00   1．85   2．76   3．44   4．02   

第2類費   1．00   1．07   1．19   1．23   1．22   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  

注1消費支出績は世帯人員別の年間収入第1・五分位に属する世帯の平均額  

注2生活扶助基準額は、全国消費実態調査の当該世帯のそれぞれの年齢、世帯人員、級地に対応した額を算出し、その平均を用いた。  
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○ 年齢別の生活扶助基準額の検証  

単身世帯（20歳以上）の生活扶助相当支出額を「60歳～69歳」の額を1．00とした指数で見ると、「20～39歳」は1．09、「40～59歳」は1．  
08、「70歳以上」は0．88となっている。  

単身世帯（20歳以上）の年齢区分別にみた消費支出額  単位：円  

l  120歳～39歳  140歳～59歳  160歳～69歳  1 70歳以上  l120歳～3q歳  140歳～59歳  160歳～69歳  1 70歳以上 l   

集計世帯数  520   704   940  

生活扶助相当支出計  117．687   116，198   108，001   95，407   1．09   1．08   1．00   0．88  

第1類費相当支出計  65，000   57，435   47982   41，245   1．35   1．20   1．00   0．86  

第2類真相当支出計  52，687   58J63   60，019   54，162   0．88   0．98   1．00   0．90  

食料  35，941   35，355   32．428   28，761   1．11   1．09   1．00   0．89  

住居  189   503   615   0．31   0．82   1．00   0．29  

光熱・水道  7，426   8，817   10，123   9，337   0，73   0．87   1．00   0．92  

家具・家事用品  3，246   4．488   4，247   4．176   0．76   1．06   1．00   0．98  

被服及び履物  12，547   8，419   5，717   4，270   2．19   1．47   1．00   0．75  

保健医療  1．881   2．007   3，175   2，970   0．59   0．63   1．00   0．94  

交通・通信  13，842   11，110   8，476   6，829   1．63   1．31   1．00   0．81  
交通   4，646   3十663   3，008   2，552   1，54   1．22   1．00   0．85  

通信   9，107   7，383   5，370   4，245   1．70   1，37   1．00   0．79  

教育  0   0   0．32   0．11   1．00   0．11  

教養娯楽  22，255   17，437   14，085   12，553   1．58   1．24   1．00   0．89  

その他の消責支出  20，359   28，062   29，132   26，333   0．70   0．96   1．00   0．90  

諸雑費   9，969   11，329   12，735   9，056   0．78   0．89   1．00   0．71  

こづかい（使途不明）   206   3．89   2．59   1．00   2．61  

交際費   9，315   14，486   16，031   16，767   0．58   0．90   1．00   1．05  

仕送り金   2．111   312   2．78   6．76   1．00   1．19   

資料．平成16年全国消真実態調査特別集計   

注『20～59歳における年間収入・第1～3・五分位の世帯』及び『60歳以上における「年間収入＋（貯蓄残高一負債残高）／平均余命」：第1～3・五分位の世帯』を抽出して集計   

単身世帯（20歳以上）の年齢区分別にみた生活扶助基準額  単位：円  

20歳～40歳  41歳～59歳  60歳～69歳   70歳以上   20歳～40歳  41歳～59歳  60歳～69歳   70歳以上   

生活扶助基準額  83，700   81．610   79，530   75，770   1．05   1，03   1．00   0．95  

第1類費   40，270   38，180   36，100   32，340   1．12   1．06   1．00   0．90  

第2類費   43，430   43，430   43130   43，430   1．00   1．00   1．00   1．00   
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○ 一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の地域差の比較  

2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1～3・五分位  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  

指数（全国平均＝100）  

●生活扶助相当支出額  

一く一生活扶助基準額  

一生活扶助相当支出額の回帰直線   

86  

1  

1級地－1   1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消費実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  
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○ 一般世帯における生活扶助相当支出額の地域差の推移  

1人あたり生活扶助相当支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）  

都市階級   大都市  中都市  ′J肺  町村  

資料：全国消真実態調査  

注1）生活扶助相当支出額は消責支出額－（家賃地代＋保健医療＋自動車等関係費＋教育）で算出した。  

注2）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した  
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Ⅲ 生活保護の課題  

2．保護の適正化   





念図  生活保護法施行事務監査の概  

監査〔毎年、都道府県・指定都市（19年度では64）に対し実施〕   
・都道府県等が実施する監査や指導・検査の状況を監査  

…
指
導
・
検
査
②
 
 

指
導
・
検
査
③
 
 

都道府県・指定都市（64）  

① 全福祉事務所（H19．4．1現在1，242）に対し年1回、監査を実施  
・保護の決定実施・運営状況のヒアリング  

・全被保護世帯数の1割のケースをチェック（保護の受給要件や処遇面等）  

②、③ 指定医療機関・指定介護機関に対する指導・検査を実施   
（中核市が実施する指導・検査を含む）   

・医療扶助・介護扶助受給者にかかる適切な処遇・報酬請求の検査   

・医療・介護従事者の充足状況の確認  

④ 指定医療機関のレセプトから資格審査・内容点検を実施  

指
定
介
護
機
関
 
 

指
定
医
療
機
関
 
 
 

レ
セ
プ
ト
点
検
④
 
 福祉事務所   福祉事務所  福祉事務所  

平成19年度指導監査室主眼事項  
・保護の相談時における助言指導・自立支援プログラムの推進  

一不正受給防止対策の徹底   ・医療扶助の適正運営の確保 等  
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不正受給の状況  

2 不正内容  1不正受給件数、金額等の推移  

年度  不正受給件数   金  額   1件当たり金額   

件   千円   千円  

14  8，204   5，360，659   653   

15   9，264   5，853，929   632   

16   10，911   6，203，505   568   

17   12，417   7，003，465   564   

18   14，669   8，976，185   612   

平成18年度  
内訳  

実数   構成比   

件  ％  

稼働収入の無申告  7，885  53．8   

稼働収入の過小申告   1，440   9．8   

各種年金等の無申告   2，363   16．1   

保険金等の無申告   501   3．4   

預貯金等の無申告   221   1．5   

交通事故に係る収入の無申告   281   1．9   

その他   1，978   13．5   

計   14，669   100．0  

資料：平成18年度監査実施結果報告  

資料：平成18年度監査実施結果報告   

4 具体例  

○稼働収入の無申告   

傷病のある世帯主（59歳）は、平成16年4月から18年7月までの間、タクシー会社に   

就労していたにもかかわらず、無就労として申告していたため、3，551千円の保護費   

が過大支給となったもの   

○稼働収入の過小申告   

世帯員である妻及び子は、平成12年4月から18年6月までの間、ボウリング場等で   

の稼働収入である9，534千円のみを申告していたが、実際には妻が別に清掃会社等   

でも就労しており、そこでの稼働収入3，933千円が過小申告となっていたため、3，9   

33千円の保護責が過大支給となったもの   

○年金収入などの無申告   

世帯主（65歳）は、平成15年2月から17年12月までの間に受給した特別支給の老   

齢厚生年金2，082千円や平成15年2月から6月までの間に受給した雇用保険の求   
職者給付645千円などについて申告していなかったため、3，812千円の保護責が過   

大支給となっていたもの   

－ 44 －   

3 不正受給発見の契機の状況  

照会、調査   通報、投書   その他   計   

（88．2％）   （6．5％）   （5．3％）   （100．0％）   

12，945件   947件   777件   14，669件  

資料：平成18年度監査実施結果報告   

（注）1．「照会、調査」とは、福祉事務所が被保護世帯、勤務先、生命保険会社、  

税務官署、社会保険事務所等の関係先に対する照会や訪問調査を行った  
もの並びに監査指摘等によるものである。  

2．「通報、投書」とは、他の福祉事務所、一般住民、民生委員等からの通報、  

投書である。  

3．「その他」とは、新聞報道等によるものである。  



北九州市において発生した孤独死事例の概要等  

○門司区の事例  

・平成18年5月、門司区の市営住宅で一人暮らしをしていたAさん（当時56歳）が自宅で亡くなっているのが見つかり、検死の結果、死後  

4か月とされた。  

・Aさんは身体障害者手帳4級（下肢不自由）をもっていた。平成17年7月には栄養失調による虚弱で働けない状態となり、町内会長や民  

生委員らにより救急車が呼ばれ、病院に搬送されたこともあった。また、電気、ガス、水道のライフラインは同年9月時点で止められていた。  

・このAさんは、生活困窮の状況にあったため、平成17年9月と12月の2回にわたり、門司福祉事務所に生活保護を受給するために相談  

に訪れた。同福祉事務所では、保健師を派遣（計5回）するなどしていたが、市内に住む成人した子ら親族で援助できないか話し合うよう促  

し、生活保護の申請書の交付に至らなかったもの。   

【問題点】  

①ライフラインが停止している生活困窮者の把握、及び生活保護の相談への誘導  

②民生委員等地域における生活困窮者等の見守りの在り方  

○小倉北区の事例  

一平成19年7月10日、小倉北区の一人暮らしのCさん（当時52歳）が自宅で死亡しているのが見つかった。遺体発見は死後3か月で  

あった。  

・平成18年10月までタクシー運転手として働いていたが、病気のために仕事ができなくなり、同年12月7日に生活保護の申請をした。  

同月26日に保護が開始され、翌年1月からは病気を治療しながら就労・自立に向けた指導が始められた。  

・ところが、4月2日になって、Cさんから保護を辞退する旨の申し出があり、福祉事務所は4月10日付けで保護を廃止した。その後、Cさ  

んと福祉事務所との関わりは途切れた。  

【問題点】  

辞退届による保護廃止における辞退意思及び廃止後の生活の見通しの確認  

－ 45 一   



○北九州市の動き  

平成19年 5月  北九州市生活保護行政検証委員会発足  

10月  中間報告書発表  

12月  最終報告書  

○国の動き  

生活保護関係全国係長会議の開催（平成19年9月6日）  

・保護相談時及び辞退届に基づく保護廃止時等の適切な取扱について指示  

○国による北九州市への監査   

1監査期間等  

・期間 平成19年10月29日（月）～11月2日（金）  

・対象 北九州市本庁、小倉北福祉事務所  
・体制 監査官等 6名（通常は2名体制）  

2 監査の視点  

①ライフラインが停止した急迫状態にある生活困窮者を発見できる仕組みや生活保護の相談への誘導の仕組みはできて  

いるか。またそれが機能しているか。  
②相談・申請等開始時の取扱が適切かどうか。  
③辞退届による廃止時等の取扱が適切かどうか。  
④保護を開始した後のケースへの取組が適切かどうか。  

3 問題点  

①ライフライン停止で急迫状態にある生活困窮者の発見等については、当市には従来から地域ネットワークシステムはあ  
るが、現場ではそれが十分機能していなかった。  
②扶養義務者へ過度に扶養援助の確認を求めている事例があった。  
③辞退届による保護廃止等の取扱状況については、保護廃止後の就労先や収入など自立の目処の確認が不十分な事例  
があった。  

④入院しているホームレスに対し、退院時に居宅保護の必要性の確認を行わないまま保護廃止しているなど、ホームレスに  
対する保護の適用に関し不適切な事例があった。  など  
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4 指導事項の概要  

①ライフライン停止等の把握による生活困窮者の情報提供、連携体制について   

今後市が予定している新たな地域ネットワークシステムの構築においては、例えば、生活困窮度や健康状態等に応じて、速やかに  

生活保護の相談・申請窓口の対応が必要な者、保健師等の訪問が必要な者、民生委員等の見守りが必要な者など、段階を設けて対  

応するシステムにするなど、真に急迫する者を漏れなく救済できる連携体制の確保等について検討すること。  

②保護の相談・申請時の対応や保護辞退による廃止等の取扱いについて   

次の事項について福祉事務所に対し、指導の徹底を図り、死亡事例と同様な事例を再発させないよう、その防止に努めるとともに、  

生活保護制度の適切な運用を行うこと。  

l法律上認められた保護の申請権を侵害しないことは言うまでもなく、申請権を侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むと   

ともに、申請の意思のある者については、申請手続の援助指導を行うこと。  

ii「辞退届」により保護を廃止する場合には、その「辞退届」が本人の任意かつ真筆な意思に基づくものか、十分な確認を行うこと。  

iii保護の廃止決定を行うに当たっては、本人から自立の目処を聴取するなど、保護の廃止によって直ちに急迫した状態に陥ることの  

ないよう十分留意するとともに、廃止決定の判断は、担当者任せにせず組織的な対応をすること。  等  

③ホームレスに対する保護の適用について   

ホームレスに対する保護の適用については、国の通知で示している「居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の  

要件に欠けるものでないこと」などに留意し、生活保護制度の適切な運用を行うこと。  

④小倉北福祉事務所における保護受給中のケースの取扱いについて  

一部の被保護世帯に対する訪問調査活動が低調なため生活実態の把握が不十分で必要な指導援助がなされていなかったことから、  

査察指導員は、現業員に対し訪問調査活動等現業業務の適切な進行管理を行うよう努めること。  

⑤その他   

管内各福祉事務所の面接員や現業員等に対し、接遇・面接技能等の向上に資するための職員研修等の充実を図ること。  
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（1）保護の相談における適切な窓口対応等について  

○ 申請権の尊重を指導  
「法律上認められた保護の申請権を侵害しないことは言うまでもなく、申請権を侵害していると疑  

われるような行為自体も厳に慎むとともに、申請の意思のある方については申請手続きの援助指導  

を行うこと」   

（2）「辞退届」に基づく保護廃止の取扱いについて   

○ 本人の任意かつ真筆な意思に基づかない「辞退届」を強要しないよう指導  
「「辞退届」が有効となるためには、それが本人の任意かつ真撃な意思に基づくものであることが  

必要であり、保護の実施機関が「辞退届」の提出を強要してはならないことは言うまでもなく、本  

人が「保護を辞退する義務がある」と誤信して提出した「辞退届」や、本人の真意によらない「辞  

退届」は効力を有せず、これに基づき保護を廃止することはできない。  

また、「辞退届」が本人の任意かつ真撃な意思に基づいて提出された場合であっても、保護の廃  

止決定を行うに当たっては、例えば本人から自立の目処を聴取するなど、保護の廃止によって直ち  

に急迫した状況に陥ることのないよう十分に留意することが必要である。  

さらに、保護の廃止に際しては、国民健康保険への加入など、保護の廃止に伴い必要となる諸手  

続についても指導援助されたい。」  
（平成19年9月6日「生活保護関係全国係長会議資料」）  
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記載内容  

Ⅱ 指導指示から保護の停廃止までの対応  
Ⅰ申請相談から保護の決定までの対応  

○ 法第27条に基づく指導指示と保護の変更・停止・   

廃止  

○ 稼働能力のある者に対する指導指示  

○ 履行期限を定めた指導指示  

・指導指示に履行期限を付し、期限までに履行され   
ない場合には保護の廃止等を行う方法を明記  

○ 届出義務の遵守  

○ 収入申告書等の徴取  

○ 関係先調査の実施  

・金融機関等に対する資産の調査に関する   

個人情報保護法との関係や留意事項を明記   

○ 暴力団員に対する生活保護適用の考え方  

・暴力団員に対しては保護を適用しないこと  

・暴力団員該当性の確認等に関する警察との   

連携要領   

○ 年金担保貸付利用者への対応  

・生活保護受給中の者には年金担保貸付を行   

わない  

・過去に年金担保貸付を受け、それが原因で   
生活保護を受給した者が再度貸付を受けた場   

合は生活保護を適用しない  
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Ⅲ 生活保護の課題  

3．自立支援   





『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』の考え方  
～誰でもどこでも自立に向けた支援が受けられる体制整備～  

＼ヽ  ○ 福祉を受ける方に対して、可能な限り就労による自立・生活の向上を図る。（※）   

一 国民が社会的、経済的、精神的な自立を図る観点から、自ら、働いて生活を支え、健康を維持する、といった  

「自助」を基本に、それを「共助」、「公助」が支える福祉社会を構築  
※ 自立の支援や生活の向上が目的一自助努力のみでは生活に困窮する方に対しては福祉により適確に対応  

○ 緒についたばかりの福祉事務 所等とハローワークの連携による「福祉と雇用 の連   

地方自治体における自立支援策を加速  

就労支援を実施〕  

童業界等の  

例 福祉事務所において、自立一就労意欲のある生活保護や児童扶養手当の受給者を選定し、ハローワークにおいて、  

O「福祉から雇用へ」の実効性を高めるため、関係機関 の連携を促進するとともに   

理解・協力を得ながら（※）、『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』として実施  

※ 産業界・企業の理解、協力   

・ 職業紹介、職業訓練等を受けた後における雇用の機会の確保   

・ 母子世帯等の実情を踏まえた多様な働き方や、障害者雇用率達成の必要性への理解などの意識改革   
・ 企業の生産性の向上などにより、安定した雇用機会の創出や、賃金の引上げを図ること   

福祉施設関係者、特別支援学校関係者等の意識改革も必要   



『「福祉から雇用へ」推進5か年計画』のイメージ  

○ 福祉から雇用への移行を推進する「5か年計画」を策定するとともに、具体的な「目標」を定めて取り組む。   

（特に、19～21年度の3年間に集中的に取組を強化する。）  
t■＝■●■●■■■t  

： 助走 ■ 
■■■1■t＝■■暮  
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『r福祉から雇用へ」推進5か年計画』における重点戦略  

地域の特性を清かした就労支揺体制を全国  

O「障害者就業・生活支援センター」を全障害保健福祉圏域に設置（約400カ所）  

○各省庁・各自治体における障害者に対する「チャレンジ雇用」の推進・拡大  

○障害者に対する「就労移行支援事業」を全区展開するとともに、全都道府県において「工賃倍増5か年計画」による  

福祉的就労の底上げを推進  
○平成19年度までに「生活保護の就労支援プログラム（※）」を全自治体で策定  

（※）意欲の向上や職業意識の啓発、技肯巨修得、就職支援等、段階的・計画的な支援を行うプログラム  

○母子家庭等就業・自立支援センターやマザーズハローワークなどの子育て女性重点支援拠点を全回展開  
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生活保護受給者に対する自立支援の推進  

○ 被保護者の状況や自立阻害要因を類型化し、自立支援の具体的内容と手順を定めた個別   
プログラムを自治体が策定  

○ 個々の被保護者に必要なプログラムを選定し、関係部署、保健所、医療機関、福祉施設、   
NPO等と連携し自立支援を組織的に実施  

※ 自立支援プログラムの例  

・ 稼働能力を有する者（経済的自立の支援）  

→ 就労支援員（職安OB等）を福祉事務所に配置し、就労支援を行う。  
・ 長期入院中の者（日常生活自立の支援）  

→ 嘱託医等、医療機関等と連携し、退院を促進する。  
・ 高齢者等（社会生活自立の支援）  

→ 社会福祉協議会、保健師、NPO法人等と連携し、傷病や閉じこもりを防止し、健  

康的な自立生活を維持する。  
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1自治体による自立支援プログラムに基づく自立支援の状況  

策定状況  

○ 自立支援プログラム策定自治体数824（保護の実施自治体の96％）  
※未策定自治体については、平成19年度中に策定予定。  

○ 自立支援プログラム策定自治体のうち、就労支援に関するプログラム策定自治体数636（保護   

の実施自治体の73％）  
※未策定自治体については、平成19年度中に策定予定。  

○ 策定されている自立支援プログラム数  

1036※1  

うち就労支援に関するプログラム   934※1   

日常生活自立支援に関するプログラム  1047※2   

社会生活自立支援に関するプログラム  212※2   

※1平成19年9月末現在  

※2平成19年3月末現在  
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2 福祉事務所とハローワークの連携による生活保護受給者就労支援事業（平成17年度～）  

福祉事務所  

○ 生活保護受給者の中から、支援対象者を選定し、ハローワークヘ支援要請  
○ 支援対象者は、稼働能力を有し、就労意欲が高い者（リストラされた者、母子家庭の母等）で早期に適切な就労支援を行うことに   

より、自立の可能性が見込める者  

ハローワーク  

○ 就労支援チームの構成メンバー  

・安定所担当コーディネーター（全国のハローワークに175名配置）等  

・福祉事務所担当コーディネーター（各福祉事務所職員であるSV、CW）  
○ 支援対象者と面接し、支援対象者の態様に応じた5つの支援メニューから選定し、支援を実施  

③基礎知識、マ  

ゲーター（105名配  ②トライアル雇用の  
ナ一等の準備講習  ④生業扶助等の活  

⑤一般の職業相談・  

置）による、就職活  活用  付公共職業訓練等  
用による民間の教  
育訓練講座の受  

紹介  

動方法決定、面接  の実施、受講斡旋  講勧奨  

指導、求人選定等  ①就職支援ナビ  

生活保護受給者等就労支援事業の実施状況（平成18年度実績）  

支援対象者数①   支援開始者数   支援終了者数   支援終了者のうち就職者数②   

生活保護受給者   10, 5866 9，129   8，994   旦」乏⊇旦   

※ 支援対象者数①に占める就職者数②の割合は、52．3％となっている。  

－ 58 －   



3 就労支援の成果  

○ 就労支援により約17，700人が新規就労・増収を実現  

（単位：人）  

新規就労   増収   合計   

1福祉事務所による就労支援プログラム   
9，237   3，043   12，280  

（75％）   （25％）   （100％）   

2 ハローワークとの連携事業   4，222   1，189   5，411   

（生活保護受給者等就労支援事業）   （78％）   （22％）   （100％）   

13，459   4，232   17，691  
合 計  

（76％）   （24％）   （100％）  

（平成18年度実績）  

（注1）福祉事務所による就労支援プログラムの参加者は、34，000人。  

（注2）前頁の就職者数とハローワークとの連携事業の新規就労・増収の合計に差異があるのは、同一の参加   

者が就職と退職を複数回繰り返した場合、前頁は延人員、本頁は実人員でカウントしているため。  
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Ⅰ生活扶助基準の概要  

○ 生活保護制度の概要  

1生活保護制度の目的  

○最低生活の保障   

⇒資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施  

○自立の助長  

最低生活の保障  

①資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、保護に優先さ   

れる。   
・不動産、自動車、預貯金等の資産   

・稼働能力の活用   

・年金、手当等の社会保障給付   

・扶養義務者からの扶養  等  

②支給される保護費の額  

◇保護の開始時に調査  

（預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状況等を  
踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養能力等）  

◇保護適用後にも届出を義務付け  

・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活貴から収入を差し引いた差額を保護糞として支給  

最 低：：－：生 活：：費  収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助  

等を認定。  

預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定するため、  

これらを使い尽くした後に初めて保護適用となる。  

支給される保護費  

自立の助長  

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査  

・就労の可能性のある者への就労指導   
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○ 生活扶助基準の例 （平成20年度）  

東京都区部等   地方郡部等   

3人世帯（33歳、29歳、4歳）   167，170円   130，680円   

単身世帯（68歳）   80，820円   62，640円   

夫婦世帯（68歳、65歳）   121，940円   94，500円   

母子世帯（30歳、4歳、2歳）   166，160円   132，880円   

※上記額に加えて、家賃、医療等の実真相当が必要に応じ給付される。  

○ 生活保護の手続  

保護費の支給  保護の申請  事前の相談  

最低生活葺から収入を引いた額を支給  

世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査  

収入・資産等の届出を義務付け、定期的に  

課税台帳との照合を実施  

就労の可能性のある者への就労指導  

・預貯金、保険、不動産等の資産調査  

・扶養義務者による扶養の可否の調査  

・年金等の社会保障給付、就労収入等   

の調査  

・就労の可能性の調査  

生活保護制度の説明  

生活福祉資金、障害者施策等  

各種の社会保障施策活用の  

可否の検討  

○ 保護の実施機関と費用負担  

○都道府県（町村部）・市（市部）が実施。  

○都道府県・市は、福祉事務所を設置し、被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定。  

○保護費については、国が3／4、地方自治体が1／4を負担。  
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○ 最低生活費の体系  

地 区 別 冬 季 加 算  

生活扶助  

住宅扶助  

学校給食費  通学交通費  教 材 代  一般基準  教育扶助  

介護扶助  

医療扶助  

出産扶助  

生業扶助  

葬祭扶助  

勤労控除  

生業責・技能修得糞（高等学校等就学費含む）・就職支度責  
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○ 最低生活費の算定例（平成2 0年度）  

生活保護制度における最低生活費の算出方法（平成20年度）  

【最低生活費＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋（∋】  

■ 

（壬生活扶助基準（第1類費）  ③加 算 額  

1級 地  2 級 地  3 級 地  
年齢                1級地一1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地一1  3級地－2   

0～ 2  20，900  19，960  19，020  18，080  17，140  16，200   

3 ′－′ 5  2（5，350  25，160  23，980  22，790  21，610  20，420   

6 ～11  34，070  32，540  31．000  29，470  27，940  26，400   

12 ～19  42，080  40，190  38，290  36，400  34，510  32，610   

20～40  40，270  38，460  36，650  34，830  33，020  31．210   

41′｝ 59  38，180  36，460  34，740  33，030  31．310  29，590   

60 ′・一 69  36，100  34，480  32，850  31．230  29，600  27．980   

70 ～   32，340  31．120  29，430  28．300  26，520  25．510  

加 算 額  加算できる対象  
1級地  2級地  3級地   

障 ∃巨  身休障害者障害程度等級 表の1・2故に該当する者等  26．850  24，970  23，100   

l：：コ 者  身体障害者障害程度等級 表の3級に該当する者等  17，890  16，650  15，400   
1  7．750  7，210  6，670  
人  
親  8，360  7．780  7．210  

世帯  
帯   310   290   270   

地
域
に
よ
り
こ
の
額
以
上
の
 
 

特
別
基
準
あ
り
。
 
 

①該当者がいるときだけその分を加える。   

②入院患者、施設入所者は金扱が異なる。   

③このほか、「妊婦・産婦」などがいる場合は、別途、妊婦加算等あり。   

④児童とは、15歳になる日以後の最初の3月31日までの間にある者。  世帯構成員の数が4人の世帯の場合は、第1頬真の個人別の額を合算した額に0＿95  
を乗じた弓短をその世帯の第1類糞とし、世帯構成員の数が5人以上の世帯の場合は、同  
じく合算した弓短に0．90を乗じた額をその世帯の第1類責とする。  

l  

②生活扶助基準（第2類費）  

警ご■・1＝  

1級 地  2 級 地  3 級 地  

人員                1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地一1  3級地一2   

1人   43，430  41，480  39，520  37，570  35，610  33，660   

2人   48，070  45，910  43，740  41，580  39，420  37，250   

3人   53，290  50，890  48，490  46，100  43，700  41，300   

4人   55．160  52，680  50，200  47，710  45．230  42，750   

5人以上1人を増す ごとに加】書する毒象  440   440   400   400   360   360   

扶助基準  
こ
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
教
材
費
な
 
 

ど
の
実
費
が
計
上
さ
れ
る
。
 
 

一
「
 
 

二＝   

このほか、出産、葬祭  
などがある場合は、  
それらの経費が一定  
弓頃加算される。  

居
宅
介
護
等
に
か
か
っ
た
 
 

介
護
費
の
平
均
月
額
 
 

最
低
生
活
費
認
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①級地別に入院患者、施設入所者、出稼者を除いたすべての世帯員を合計する。  

②冬季（11月～翌年3月）には地区別に冬季加算が別途計上される。  



生活扶助基準の改定方式の変遷  

①標準生計貴方式（昭和21年～22年）  
当時の経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計責を基に算出し、生活扶助基準とする方式。  

② マーケットバスケット方式（昭和23年～35年）  

最低生活を営むために必要な飲食物費や衣類、家具什器、入浴料といった個々の品目を一つ一つ積み上げて最低生活費  
を算出する方式。  

③エンゲル方式（昭和36年～39年）  
栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて計算し、別に低所得世帯の実態調査から、   

この飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから逆算して総生活責を算出する方式。  

④格差縮小方式（昭和40年～58年）  
一般国民の消費水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般国民と被保護世帯との消真水準の格差を   

縮小させようとする方式。  

⑤水準均衡方式（昭和59年～現在）  

当時の生活扶助基準が、一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想定される一般   
国民の消責動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図るという方式。  

一 5 －   



○ 現行の生活扶助基準の設定方法について  

○現行の生活扶助基準は、3人世帯を基軸として設定。   

○一般世帯の消費実態の第1類責（食草、被服費等が相当）と第2類費（光熱水費、家具家事用品等が相当）の構成割合を参考として、   

生活扶助基準を第1類費と第2類費に展開   

○第1類真については、年齢別の栄養所要量を参考とした指数で展開   

○第2類真については、一般世帯における世帯人数別の消責支出を参考とした指数で展開  

現行の生活扶助基準の設定方法  

○第1類責（食費、被服責等が相当）   

年齢別の栄養所要量を参考とした指数で展開  
3人世帯の生活扶助基準額   

162，170円（100．0％）  

33歳■29歳・4歳  

0～2歳   3～5歳   6～11歳  12～19歳  20～40歳  41～59歳  60～69歳  70歳～   

現行の第1類費   51．9   65．4   84．6   104．5   100．0   94．8   89．6   80．3   

◇  単位＝。  

0～2歳   3～5歳   6～11歳  12～19歳  20～40歳  41～59歳  60～69歳  70歳～   

基 準 額   20，900  26，350  34，070   42，080  40，270   38，180   36，100  32，340   一般世帯の消真実態の第1類責と第2類真の構成  
割合を参考として第1類費と第2類真に展開  

第1類責：106，890円（65．9％）  

第2類責：55，280円（34．1％）  

○第2類費（光熱水責、家具什器等が相当）   

世帯人員別の消責支出（第2類費相当）の指数を参考として展開  

1人世帯   2人世帯   3人世帯   4人世帯   5人世帯   

現行の第2類費   81．5   90．2   100．0   103．5   104．3   

◇  単位＝。  

1人世帯   2人世帯   3人世帯   4人世帯   5人世帯   

基 準 縫   44，270   49，740   55，280   57，410   57，850   

－ 6 －   



○ 級地の概要  

級地制度は、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした  

もの。  

○現行の級地間較差（昭和62年度～）  

現行の級地は、1級地－1から3級地－2までの6区分のなかで、それぞれの較差を4．5％ずつとして  

設定している（計22．5％）。  

級地間較差（1級地－1＝100）  

1級地－1   1級地－2   2級地－1   2級地－2   3級地－1   3級地－2   

級地間較差   100．0   95．5   91．0   86．5   82．0   77．5   

○現行の級地指定（昭和62年度～）  

各市（区）町村ごとに指定している。  

級地別市町村数（平成19年4月1日現在）  

総 数   1級地－1   1級地－2   2級地－1   2級地－2   3級地－1   3級地－2   

東京都23区   札幌市   金沢市   長岡市   弘前市   結城市  

市町村の例  横浜市   千葉市   静岡市   三島市   福知山市   篠山市  

大阪市   福岡市   高知市   佐世保市   今治市   宇和島市   

1，806   58   50   121   79   575   923   
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○ 勤労控除の概要  

①勤労に伴う必要経費を補填   

十
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、勤労に伴う被服糞や知識・教養の向上等のための経費が必要となることから、勤労収入のうち  

②勤労意欲の増進・自立助長   

※現在の方式は「昭和60年12月17日 中央社会福祉審議会意見具申」における「自立助長を促進するという観点から勤労意欲  

の増進が効果的に図られるよう制度を見直す必要がある。」との指摘を踏まえて設定されたものである。  

○基礎控除［上限額 月額33，190円（1級地） 勤労収入額8，000円までは全額控除］   

経常的な経費を対象とする基礎控除の控除額は、勤労収入に比例して増加させる方式（収入金額比例方式）   

を採用している。   

○その他の控除  

・特別控除［年間勤労収入額の1割 上限額 年額150，900円（1級地）］  

・新規就労控除［基準額 月額10，400円（各級地共通）就労から6か月間］  

・未成年者控除［基準額 月額11，600円（各級地共通）］  
世帯類型別にみた勤労控除額  

総 数   高齢者世帯   母子世帯   傷病・障害世帯   その他世帯   

勤労控除適用世帯の  
平均控除額（実績）  23，103円   13，742円   25，810円   20，593円   25，370円   
（1世帯あたり月額）  

就労世帯数   124，310   11，820   38，600   35，220   38，670   

就労率   12．2％   2．7％   49．4％   8．9％   37．5％   

資料：被保護者全国一斉調査（平成17年7月1日時点）  

－ 8 －   



○ 勤労控除（基礎控除）の仕組み  

○就労収入額に比例して基礎控除額が増える仕組み。  

○就労収入8，000円までは全額控除となっている。  

○就労収入240，000円で基礎控除額の上限額（33，190円）となっている。  

就労収入別にみた基礎控除額t控除率（1級地一1の場合）  
基礎控除穀（円）  控除率  

100％  

90％  

80％  

70％  

60％  

50％  

40％  

30％  

20％  

10％  

0％  

000   

就労収入綾（円）  

就労収入額   8，000円   50，000円   100，000円   150，000円   200，000円   240，000円   260，000円   

基礎控除額   8，000円   15，220円   23，220円   26，660円   30，380円   33，190円   33，190円   

控除率   100．0％   30．4％   23．2％   17．8％   15．2％   13．8％   12．8％   
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Ⅱ 生活扶助基準に関する検討会報告書のポイント（平成19年11月30日）  

1一生活保護は、生活困窮者に対して、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障する最後のセーフティネット。   

2・生活保護には、「生活扶助」「住宅扶助」「医療扶助」など8種類の扶助があるが、「生活扶助」は日常生活真に対する金銭給   

付であり、最も基本的な給付。   

3．「生活扶助基準」については、   

①平成16年の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」による報告書において、その水準は、基本的に妥当とされると   
ともに、今後は5年に一度の検証を行うべきことが提言  

②平成18年の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、級地を含めた生活扶助基準の見直しを行うこと   
とされた。   

4・今般、5年に一度実施されている全国消真実態調査の結果を用いて検証・評価する準備が整ったことから、学識経験者による   

専門的な分析・検討を行うために、本検討会が設置されたもの。  

l位置付け E  

1．直近（平成16年）の全国消費実態調査の結果等を用いて、主に統計的な分析をもとに、専門的、かつ、客観的に評価・検証を  

実施。  

2．厚生労働省において生活扶助基準の見直しを行う場合は、本報告書の評価・検証の結果を参考とするよう期待。  

ー10 －   



主な検証結果：水 準  

（現行水準の設定方法）  

○現行の生活扶助基準の水準については、国民の消真実態との均   

衡を維持t調整する「水準均衡方式」を採用。  

（検証方法）  

○ 生活扶助基準の水準を評価・検証するに当たっては、低所得世帯   

である年間収入階級第1・十分位に着目して、その消費支出額（具   

体的には、生活扶助に相当する消責支出額（生活扶助相当支出   

額））の水準と生活扶助基準を比較。  

（検証結果）  

○現行の生活扶助基準額（右図の赤色）の水準は、生活扶助相当支   

出額（右図の水色）の水準に比べ   

①夫婦子1人世帯では、やや高め   

② 単身世帯では、高め   

という結果。  

○生活扶助基準額は、これまで第1一十分位の消真水準と比較する   

ことが適当とされてきたが、今回これを変更する特段の理由はない○  

－11－   



主な検証結果：体 系  

世帯人員別にみた消費支出額と   

生活扶助基準額の比較  

（現行の体系）  

〔 

帯の生活扶助基準額及び生活扶助相当支出を 
○現行の生活扶助基準は、世帯の個人的経責（第1類費）  

と世帯共通経費（第2類費）とを合算して算出。  ．00  

〕  

「二生活扶助基準額計 「 

2．54  

（検証）  2．50  
○検証の結果、個人的経費とされている第1類真において  

も、世帯人員に応じたスケールメリットが生じていることが  2．00  

確認。  

○第1類費のスケールメリットを反映していない現在の世帯  1．50  

人員別の生活扶助基準額は、4人以上の多人数世帯に  

有利。  1．00  

（提言）  0．50  

○生活保護受給者の3／4が単身世帯であることから単身  1人 2人 3人 4人 5人  

世帯に着目した基準体系とすることが考えられる。  

（注）「生  

第1  

（資料）平   

－12 －   



主な検証結果： 地域差  

級地別にみた消費支出額と   

生活扶助基準練の比較  

（現行の地域差）  

○ 現行の級地制度は、地域における生活様式や物価差に   

よる生活水準の差を反映させるため設定。  

○ 現在は6区分で、1級地－1と3級地－2との間は、22．   

5％の差。  

2人以上全世帯（1人当たり）、年間収入第1～3・五分位  

指数（全国平均＝100）  

（検証）  

○ 検証の結果、現行の級地別の生活扶助基準額の地域差   

に比較して、地域間の生活扶助相当支出額の差は縮小。  

rU N  ⊂J  ⊂J  

浮  華答  蓼  薄  夢  啓  
甚  ～妄  岸  ～喜  置  岸  

I  l  l  l  l  l  

N － N － N  

（注）「生活扶助相当支出額」は、年間収入階級第1～3・五分位   
に属する世帯の1人当たりの生活扶助相当支出綾   

（資料）平成16年全国消費実態調査特別集計  
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その他：勤労控除  

（現行の勤労控除）  

○ 現行の勤労控除は、生活保護受給者が勤労収入を得ているとき   

に、その一定程度を手元に残すものであり、   

①勤労に伴う必要経費を補填するとともに、   

②勤労意欲の増進及び自立の助長を図る   

ことを目的とする制度。  

（検証）  

○ 就労に関連する経費の実態をみると、収入の1割程度。  

（勤労意欲に関する議論の整理）  

○ 勤労意欲を一層増進する工夫を図るべきであるが、どのような工   

夫が可能か、次の点などを踏まえた検討を行うべき。  

①収入増により保護費が減額されると勤労意欲を阻害するので、   

勤労収入の一定程度を手元に残すこと。  

②特に保護からの脱却に資する仕組みを検討すべきこと。  

③勤労意欲を高める仕組みについての実証的な検証を行うこと。  

就労収入額   8000円  50，000円  100，000円  150，000円  200，000円  240，000円  260，000円   

基礎控除額   8，000円  15，220円  23，220円  26，660円  30，380円  33，190円  33，190円   

控除率   100．0％  30．4％   23．2％   17．8％   15．2％   13．8％   12．8％   
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Ⅲ 生活扶助基準に関する検討会報告書  

生活扶助基準に関する検討会報告書  

平成19年11月30日  

生活扶助基準に関する検討会   

1．検討の趣旨・目的等   

（1）本検討会の設置の背景  

○ 生活保護制度は、資産、能力等を活用してもなお生活に困窮する者に対して、憲法第25条に規  

定する理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を無差別平等に保障する最後のセーフテ  

ィネットである。生活保護制度における給付には、食費、被服費、光熱水嚢などの日常生活費に関  

する「生活扶助」、家賃などの住居費に関する「住宅扶助」、医療に要する費用に関する「医療扶  

助」など8種類の扶助があるが、住宅扶助、医療扶助等は特定の需要に対する給付であるのに対  

して、生活扶助は日常生活費に対する金銭給付であるとの意味で最も基本的な給付であるといえ  

る。  

○ 生活保護の基準は、扶助ごとに厚生労働大臣が定めているが、現行の生活扶助基準は、大き〈  

は、食費や被服費など個人単位に消費するものとされている「第1類費」と、光熱水費など世帯単  

位で消費するものとされている「第2類菓」からなり、第1類費は年齢別に、第2類費は世帯人員別  

に基準額が定められている。また、それらの基準額は、それぞれ全国の市町村を生活様式や物価  

の違いなどを考慮して6つに区分された「級地」ごとに地域差がつけられている。なお、生活扶助とし  

て世帯単位で支給される額は、この第1類黄と第2類費を合算した生活扶助基準額と、その世帯の  

収入について一定の方法で算定した額（収入認定額）との差額である－。  

○ この生活扶助基準の水準の妥当性については、社会保障審議会福祉部会に設けられた「生活  

保護制度の在り方に関する専門委員会」が平成16（2004）年12月にとりまとめた報告書（以下  

「前回の報告書」という。）において、「いわゆる水準均衡方式を前提とする手法により、勤労3人世  

帯の生活扶助基準について、低所得世帯の消費支出観との比較において検証・評価した結果、そ  

の水準は基本的に妥当であったが、今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡  

が適切に図られているか否かを定期的に見極めるため、全国消費実態調査等を基に5年に一度の  

頻度で検証を行う必要がある。」とされた。  

○ また、生活扶助基準に関しては、これとは別に、平成18（2006）年7月に閣議決定された「経済   

財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、「低所得世帯の消費実態等を踏まえた   

見直し」及び「級地の見直し」を行うこととされている。  

○ 今般、5年に一度実施されている直近の全国消費実態調査2の結果を用いて検証・評価する準   

備が整ったことから、学識経験者によって専門的な分析・検討を行うため、本検討会が設置された   

ものである。  

（2）本検討会における検討項目  

○ 本検討会では、前回の報告書において提言された定期的な検証のほか、前回の報告書において  

生活扶助基準に閲し指摘のあったもののうち、引き続き課題として残っている項目についても検討  

した。  

○ 本検討会における主な検討項目を整理すると、以下のとおりである。  

①水準の妥当性  

生活扶助基準の水準が、保護を受給していない低所得世帯における消費実態との均衡が適  

切に図られているかどうかに関する評価・検証  

②体系の妥当性  

生活扶助基準は、個人的経費として年齢階級別に表示された第1類費と、世帯共通経費とし  

て世帯人員別に表示された第2類費に分けて定められているが、これらの合算によって算出され  

る基準額が消費実態を反映しているかどうかに関する評価・検証  

③地域差の妥当性  

現行の級地制度においては、最も高い級地と最も低い級地の基準額の較差が22．与％となっ  

ているが、これが地域間における生活水準の差を反映しているかどうかに関する評価・検証  

④その他  

働いて得た収入がある場合に、その収入の額に応じて一定額が手元に残る仕組みである勤労  

控除が妥当なものとなっているかどうかに関する検討  

（3）報告書の位置付け等  

2直近に実施された平成16（2004）年の全国消費実態調査は、平成17（2005）年7月以降、随時公表され、最終の公  

表日は、平成18（2006）年11月である。なお、本検討会では、この全国消費実態調査を平成19（2007）年3月以降特  

別集計作業を行い、使用している。   

1これは最も単純な場合であり、この他、生活扶助基準に加算がある場合、生活扶助以外の扶助が出る場合など、実際に  

支給される額は、それぞれの世帯の実際の必要に応じて算出される。  
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○ 本検討会は、本年10月19日から11月30日までの間、5回にわたり、集中的に検討を重ねた。  

○ 本検討会では、それぞれの検討項目について、直近の全国消費実態調査の結果等を用いて、   

主に統計的な分析をもとに、専門的、かつ、客観的に評価・検証を実施した。  

○ 厚生労働省において生活扶助基準の見直しを行う場合には、本報告書の評価・検証の結果を参   

考とされるよう期待するものである。  

（2）生活扶助基準の水準  

（か 基本的な考え方  

○ 生活扶助基準の水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持することができるもので  

なければならないが、その具体的内容は、その時代の経済的・文化的な発達の程度のほか、  

国民の公平感や社会通念などに照らして総合的に決まるものである。実際の生活扶助基準  

の設定に当たっては、水準均衡方式が採用されていることから、その水準は、国民の消費  

実態との関係、あるいは本人の過去の消費水準との関係で相対的に決まるものと認識され  

ている4。したがって、生活扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、これらの点を  

総合的にみて妥当な水準となっているかという観点から行うことが必要である。  

○ なお、本検討会では、生活保護の基準の設定に当たっては、健康で文化的な最低限度の  

生活を維持するという観点から、それを下回ることのできない絶対的な水準があり、それは  

国民の安心を確保する上で重要ではないかとの指摘があった。しかし、現在の基準額は、か  

って基準額の設定に用いられていた食費などを個々に積み上げる方法による水準より高く5、  

仮に現時点でこうした絶対的な水準に準拠したとすると生活保護基準は現行より引き下げら  

れるものと見込まれるとともに、現時点では国民的に合意された絶対的な水準が明示され  

ているものではない状況にある。  

○ 前回の報告書では、生活扶助基準額を改定する際に従前から3人世帯（33歳、29歳、4  

歳）を標準としてきたことを踏まえ、夫婦子1人の勤労3人世帯の年間収入階級第1・十分  

位の消費水準と生活扶助基準額を比較し、均衡が図られているかどうかの検討が行われ  

た  

○ 本検討会では、被保護世帯のうち3人世帯は5．5％（平成18年度平均）に過ぎないこと  

を踏まえ、夫婦子1人世帯だけでなく、被保護世帯の74．2％（同）を占める単身世帯にも  

着目し、同様に評価・検証を実施した。  

2．生活扶助基準の評価・検証  

（1）評価・検証の方法  

○ 生活扶助基準の評価・検証を適切に行うにはどのような方法がよいか検討するため、まずは、生  

活扶助基準がこれまでどのように設定されてきたかその変遷を振り返ると、  

① 現在の生活保護法が施行された昭和25（1950）年当時の設定方式は「マーケットバスケット  

方式」と呼ばれ、最低生活に必要と思われる食費、被服費などを個々に積み上げて基準額が算  

出され、  

② 昭和36（1961）年からは、当時の基準栄養量（栄養所要量）を満たしうる食費を理論的に積  

み上げ、別途にこの食費を支出している世帯のエンゲル係数を求め、これらから逆算して基準額  

が算出される「エンゲル方式」が行われていたが、これらの設定方式では基準額が低い水準にと  

どまることから、  

③ 昭和40（1965）年から、国民の消費水準との格差を縮めるため、民間最終消費支出の伸び  

率を基礎に、その伸び率以上に基準額を引き上げる「格差縮小方式」を導入し、  

④ その結果、国民の消費実態との均衡上、ほぼ妥当な水準に達したことから、昭和59（1984）  

年からは、その均衡した水準を維持・調整する「水準均衡方式」となり、現在に至っている。  

○ こうした経緯の中で、生活扶助基準の評価・検証を適切に行うためには、国民の消費実態を詳  

細に分析する必要があり、そのためには、全国消費実態調査を基本とし、収入階級別、世帯人員  

別、年齢階級別、地域別などの様々な角度から詳細に分析することが適当である3。  

4人々が必要とする消費水準は、過去の消費水準の影響を受けており、そうした意味で、時系列でみた相対的な性  

格もある。なお、耐久消費財の普及状況については、一時点のみではなく、時系列でもみる必要があるのではないかと  

の指摘もあった。  

5今回の評価・検証に用いた全国消費実態調査の結果においては、例えば、夫婦子1人（有業者あり）世帯の年間収  

入階級第卜十分位におけるエンゲル係数（消費支出額に占める食料費の割合）は0．21（平均的な世帯（第3・五分  

位）は0．20）、また、単身世帯の第1・十分イ立のエンゲル係数は0．27（平均的な世帯（第3・五分位）は0．23）とな  

っている。   

3実際の生活扶助基準の設定に当たっては、実情に応じて、全国消費実態調査以外のデータ等も適時適切に参照するこ  

とも必要であるとの指摘があった。  
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なっているが、これら相互の関係の基軸になっているのは、標準3人世帯（33歳、29歳、4   

歳）の基準額である。具体的には、まずは標準3人世帯の基準額を定め、これを個人的経費   

の第1類費と世帯共通経費の第2類費に一定の割合で分けた上で、第1類費は年齢階級別   

に一定の割合で1人当たりの基準額に分解するとともに、他の年齢階級の基準額を算出し、   

一方の第2類費も世帯人員3人の場合に対する一定割合で他の世帯人員の基準額を算出  

している。  

○ 前回の報告書では、消費実態との比較において、世帯人員別にみた課題として、次のよう  

な指摘がされている。   

（i）人数が増すにつれ第1類費の比重が高くなり、割高となっていること   

（ii）単身世帯については、消費実態を反映したものとなっておらず、第1類費と第2類費  

に区分する実質的意味が乏しいことも踏まえ、別途の基準を設定することについて検討  

することが望ましいこと  

○ これらの指摘を受けて、すでに平成17（2005）年度より、第1類費について4人以上の  

世帯の場合に、一定程度、規模の経済（スケールメリット）を考慮に入れて設定しているとこ  

ろであるが、本検討会では、見直し後の世帯人員別、年齢階級別の基準額について、改め  

て消費実態を反映しているか評価・検証を実施した。   

② 消費実態との比較による評価・検証   

（ア）世帯人員別の基準額の水準  

○ 世帯人員別に設定された生活扶助基準額の評価・検証を行うため、第1・五分位におけ  

る世帯人員別の生活扶助相当支出額と比較すると、仮に世帯人員が1人の世帯の生活扶  

助基準額及び生活扶助相当支出額を、それぞれ1としたときの比率で、4人世帯は生活扶  

助基準額が2．27と、生活扶助相当支出額の1，99に比べて相対的にやや高め、5人世帯  

でも生活扶助基準額が2．54と、生活扶助相当支出額の2．14に比べて相対的にやや高め  

となっており、世帯人員4人以上の多人数世帯に有利であり、世帯人員が少ない世帯に不  

利になっている実態が見られる。   

② 消費実態との比較による評価・検証   

○ 夫婦子1人（有業者あり）世帯の年間収入階級第1・十分位における生活扶助相当支出額   

は、世帯当たり148，781円であったのに対して、それらの世帯の平均の生活扶助基準額は、   

世帯当たり150，408円であり、生活扶助基準額がやや高めとなっている。なお、第1・五分位   

で比較すると、前者が153β07円、後者が150．840円であり、やや低めとなっている。  

○ 単身世帯（60歳以上の場合）の年間収入階級第1十分位における生活扶助相当支出額   

は、世帯当たり62，831円であったのに対して、それらの世帯の平均の生活扶助基準額は、   

世帯当たり71，209円であり、生活扶助基準額が高めとなっている。なお、第卜五分位で比   

較すると、前者が71，007円、後者が71．193円であり、均衡した水準となっている。  

○ 生活扶助基準額は、これまで第1・十分位の消費水準と比較することが適当とされてきた  

が、  

ア．第1・十分位の消費水準は、平均的な世帯の消費水準に照らして相当程度に達してい  

ること  

イ．第1・十分位に属する世帯における必需的な耐久消費財の普及状況は、平均的な世  

帯と比べて大きな差はなく、また、必需的な消費品目の購入頻度は、平均的な世帯と比  

較しても概ね遜色ない状況にあること  

から、今回、これを変更する理由は特段ないと考える6。なお、これまでの給付水準との比較  

も考慮する必要がある。  

（3）生活扶助基準の体系  

（D 基本的な考え方  

○ 生活扶助基準の体系に関する評価・検証に当たっては、世帯構成などが異なる生活保護  

受給者の間において実質的な給付水準の均衡が図られる体系としていくべきとの観点から  

行い、その上で、必要な見直しを行っていくことが必要である。  

○ 現行の生活扶助基準の体系は、世帯人員別及び年齢別の基準額を組み合わせるものと  

6ただし、これまで比較の対象としてきた夫婦子1人世帯の第1・十分位の消費水準は、第3・五分位の7割に達してい  
るが、単身世帯（60歳以上）については、その割合が5割（第卜五分位でみると約6割）にとどまっている点に留意する  
必要がある。  
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（工）標準世帯  

○ 生活保護制度においては、しばしば「標準世帯」が取り上げられてきた。この「標準世帯」   

とは、昭和25（1950）年当時は「標準5人世帯（64歳男、35歳女、9歳男、5歳女、1歳   

男）」のことであったが、昭和36（1961）年からは「標準4人世帯（35歳男、30歳女、9歳   

男、4歳女）」となり、昭和61（1986）年以降は、「標準3人世帯（33歳、29歳、4歳）」と  

・′、IIT【∃★－I一「「こ  一ナ‾l、■7  

′Jツ現乍工l－土■ノしし、Q。  

○ 改めてこの「標準世帯」の意味について考えてみると、（a）生活扶助基準の改定に際して   

生活扶助基準の基軸となる世帯として利用するもの、（b）国民に生活保護の基準を分かり   

やすく説明する際にモデルとして利用するもの、という2つの役割があるが、（b）については、   

生活扶助基準を説明する際、すでに、単身世帯、複数人員世帯など標準3人世帯以外の   

モデルも利用していることから、実質的には（a）の意味合いが強い。  

○（a）の「生活扶助基準の基軸」としての役割に関していえば、仮に生活扶助基準の体系が   

消費実態と整合性が取れているのであれば、現行のように、必ずしも標準3人世帯を基軸   

として基準額を設定する方式をとる必要はなく、また、要保護者の保護の基準の設定という   

点では、複数人員世帯より単身世帯に着目して生活扶助基準を設定することが可能であ   

る「  

（イ）年齢階級別の基準額の水準  

○ 年齢階級別に設定された生活扶助基準額の評価・検証を行うため、単身世帯の第1～   

3・五分位における年齢階級別の生活扶助相当支出額と比較すると、仮に60歳台の生活   

扶助基準額及び生活扶助相当支出額を、それぞれ1としたときの比率で、20歳～39歳で   

は生活扶助基準額が105と、生活扶助相当支出額の1．09に比べて相対的にやや低め、   

40歳から59歳では生活扶助基準額が1．03と∴生活扶助相当支出額の1．〇8に比べて相   

対的にやや低めになっている′一方、70歳以上では生活扶助基準扱が0．95と、生活扶助   

相当支出額の0．88より相対的にやや高めであるなど消費実態からやや帝離している「。  

（ウ）第1類費と第2類費の区分  

○ 現在の生活扶助基準は、年齢階級別に設定された個人的経費の第1類費と、世帯人員   

別に設定された世帯共通経費の第2類費に分けられているが、実際の消費実態がこうした   

考え方に当てはまるか評価・検証を行った。  

○ その結果、個人的経費である第1類費相当の支出額についても世帯人員によるスケール   

メリットがみられ、また、世帯共通経費である第2類費相当の支出額についてもその世帯員   

の年齢階級別で差がみられた。したがって、第1類費と第2類費に区分された基準額が実   

際の消費実態を反映しているとはいえない状況となっているといえる。  

○ このため、世帯人員別のスケでルメリットを消費実態に合わせて反映させるためには、必   

ずしも第1類書、第2類費に区分する必要性はないと考えられる。  

また、仮に第1類費と第2類費の区分を廃止した場合には、単身世帯を基礎において世   

帯人数に応じて増加額が逓減する体系とすることにより、世帯の消費実態を生活扶助基   

準に反映させることが可能である。  

（4）生活扶助基準の地域差  

① 基本的な考え方  

○ 現行の級地制度は、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護  

基準額に反映させることを目的としたものである。  

○ 前回の報告書において、「一般世帯の生活扶助相当消費支出額をみると、地域差が縮  

小する傾向が認められ」、「今後詳細なデータによる検証」を実施する必要があるとされた  

ことから、今回、改めて消費実態について評価・検証を実施した。   

7 
稼働年齢層の生活扶助基準額については、勤労控除との関係も考慮する必要がある。  
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②消費実態との比較による評価・検証  

○ 勤労控除について①の「（a）勤労に伴う必要経費の補填に充てる」という役割については、  

就労に関連する経費（外食費、被服費、クリーニング代等、就労に伴うと考えられる支出費  

目）の実態をみると、収入の1苦り程度となっている。  

③ 勤労意欲に関する議論の整理  

○ 勤労控除について①の「（b）勤労意欲の増進及び自立の助長を図る」という役割について  

は、  

ア．収入の増加に伴ってその分保護費が減額されるとすると勤労意欲を阻害すると考えら  

れることから、一定程度の手元に残る金額を増加させる必要があり、  

イ．特に、保護からの脱却に資するような仕組みを検討するべきであるが、  

ウ．どのような仕組みが勤労意欲を高めるかについては、実証的に検証する必要がある。  

○ 一方、生活保護受給者について勤労控除を弓借上げると手元に残る金額を増加させるこ  

とになり、生活保護を受けずに働いている低所得者層との間で所得の逆転が起きるなどの  

問題がある。また、法の目的に自立の助長が含まれていることからその目的の範囲内であ  

れば勤労控除により給付額が引き上がることにも正当性があるという考え方も示された。  

○また、現行制度では、勤労控除で手元に残る金額が増えた場合、生活保護から脱却しに  

くくなる側面もある。他方、生活保護を受けながら自立を図る世帯を想定した場合、勤労控  

除には就労を継続するという役割があるという指摘があった。  

○ したがって、勤労意欲を一層増進する工夫を図るべきであるが、どのような工夫が可能か  

については、上記の点を踏まえた検討を行うべきである。   

②消費実態との比較による評価・検証  

○ 現行の級地制度における地域差を設定した当時（昭和59（1984）年）の消費実態と、  

直近（平成16（2006）年）の消費実態を比較すると、地域差が縮小している傾向がみら  

れる。  

○世帯類型、年齢階層などで実際の生活様式は異なるとしても、平均的には、現行の地域  

差を設定した当時と比較して、地域間の消費水準の差は縮小してきているといえる。  

（5）勤労控除の在り方  

（か 基本的な考え方  

○ 現行の勤労控除は、最低生活費から収入認定額を差し引いた差額を支給する生活保  

護制度において、勤労収入に応じて一定程度を控除することにより、生活保護受給者の手  

元に残る金扱を増やすことを目的とするものである8。  

○勤労控除としては、基礎控除のほか、特別控除9、新規就労控除10、未成年者控除11が  

あるが、このうち基礎控除が基本となる控除である。基礎控除は、（a）勤労に伴う必要経費  

の補填に充てること、（b）勤労意欲の増進及び自立の助長を図ること、を目的として、勤労  

収入8，000円までは全額控除し、それを超える収入については、級地別の上限額（1級地  

で月額33，190円）での範囲で、収入に比例して控除額が増加する収入金額比例方式が  

採用されている。12  

0 勤労控除については、現行の趣旨・目的に照らして、勤労に伴う必要経費は認められる  

か評価・検証を行うとともに、現行の仕組みが勤労意欲を効果的に高めるものであるか議  

論した。  

8「勤労控除」という表現は、生活保護受給者をはじめ一般的に分かりにくい名称となっている。「手元に残る金額」   
などのように、生活保護受給者等にとって分かりやすい表現とすることが望まれる。  

9「特別控除」は、就労に伴う収入を得ている者について年間を通じて一定の板（上限額150．900円）までを控除す   
るもの。  

10「新規就労控除」は、中学校や高等学校を卒業して初めて継続性のある職業に就いた場合などに一定の額（月   
額10，400円）を就労から6ヶ月間に限り行うもの。  

1120歳未満の者が就労収入を得ているときは、一定の額（月額け600円）を控除するもの。  
12 例えば、収入が5万円であれば控除額は15，220円、収入が10万円であれば控除額は23，220円となっている。  
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生活扶助基準に関する検討会委員名簿  

（敬称略、五十音順）  

岡 部  卓  首都大学東京都市教養学部教授  

菊 池 馨 実  早稲田大学法学学術院教授  

駒 村 康 平  慶庵義塾大学経済学部教授  

根 本 嘉 昭  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授   

（座長）樋 口 美 雄  慶應義塾大学商学部教授  
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Ⅳ 検証データ  

1水準の検証に用いたデータ   

○ 一般低所得世帯の消費支出額について（全国消真実態調査結果）  

②単身世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準績   

との比較   

（60歳以上の場合）  

①夫婦子1人（有業者あり）世帯の生活扶助相当支   

出額と生活扶助基準額との比較  

単位：円  単位：円  

第1一十分位  第1・五分位   

年齢区分  生活扶助相当   生活扶助   生活扶助相当   生活扶助  

支出額   基準額   支出額   基準額   

60歳以上  62，831   71，209   71，007   71，193  

60～69歳   68，666   72，956   79，110   72，913  

70歳以上   57，553   69，628   64，838   69，884   

第1・十分位  第1・五分位   

生活扶助相当   生活扶助   生活扶助相当   生活扶助   

支出額   基準額   支出額   基準親   

148，781   150，408   153，607   150，840  

※1平成16年全国消費実態調査特別集計の結果。   

※2生活扶助相当支出績は、消貴支出額から家賃、医療等の生活扶助に相当しないものを除いたもの。   

※3生活扶助基準額は、集計の対象となっている世帯のそれぞれの生活扶助基準額を算出し、その平均をとったもの。   
また、比較する基準額は平成16年度ベースのもの（ただし、平成16年度以降の制度見直しを反映したもの）。なお、別途、勤労   
控除により対応している就労に伴う必要経費は加えていない。   

※4②の分位の設定は、年間収入に、「貯蓄残高一負債残高」／「平均余命」、を加えた指標を用いた。  
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○ 夫婦子1人（有業者あり）世帯における消費実態と生活保護基準額との比較について  

○第1・十分位（月収22万円）の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額を比較すると、生活扶助基準額はやや高め。  

立■  
全匡】  
年間収入分イ立  

第1・五分位  第2・五分位  第3・五分位  第4・五分位  第5・五う｝位  

平均                             第1・十分イ立  第1・五十分  イ寺  第2・五十分  1立  第3・五十分  イ寸  第4・五十う｝  イ寺  第5・五十分  1立   

′ヽ 旦  5万円   5万円   5万円   221万円  261万円  300万円  316万円  5万円   408万円  528万円  660万円  852万円   

年塵最大値  ーー7，158万円  

年刃文平均†直  649万円   

年収（月書貞）  54万円   22方円   14万円   21万円   23万円   25万円   27万円   27万円   39万円   49万円   62万円   94万円   

集言十世帯数    4．724   514   106   101   106   97   105   1005   966  924   943   
消費支出  

885  
312．651  215，646  206，207  203，200  213，666  221，269  233，887  222，808  264，601  291，297  333．602  450，948   

生5舌扶助木目当支出言十  229．604  14乳781  139，946  148，529  140，069  146，157  169，205  153．807  183．286  210357  250776  349993  

食筆斗  62．000   44．679   43．445   
類   

44．971   42，837   44，181   47．964   46．473   53375   60340   67163   82648  
5，851   4．735   4．425   4，834   4．939   4．394   5085   4750   5374   5662   6247   7223  

魚介蛍雪   4．734   3，054   2．996   3．104   2，817   2，772   3．582   3191   3745   4484   5453   6798  
肉類   5，405   4，171   3，888   4．137   4，109   4，088   4．632   4，298   4685   5131   5923   
字L卵吏頁   

6991  
3，103   2，708   2，569   2．592   2．650   2，617   3．113   2688   2821   3092   3211   3701  

野菜・海藻   6，979   4．669   4．272   5，020   4．723   4，339   4993   4987   5717   6812   
果物   

8014   9365  
1．958   1．083   1．011   1，069   1．130   

油月旨・調味半斗   
1．088   1．117   1154   1471   1877   2227   3064  

2．639   1．985   1，921   2，070   2．019   1．827   2086   2048   2287   2581   2858   
菓子類   

3419  
5．188   3，712   3，819   3，850   3，272   3691   3929   4015   4664   5236   5502   6522  

調理食品   7．076   5，459   5，691   5．574   4，715   5，610   5．707   5658   6339   6944   7628   8812  
3．626   2．962   2．978   3．132   2．607   3．000   3．092   3137   3222   3531   3876   4363  

5酉類   2．904   2，351   2，372   2．498   2．730   1，976   2．181   2．365   2414   2801   
外食   

3087   3852  
12，537   7，789   7，503   7．092   7，125   8，779   8446   8183   10638   12188   

住居  
13137   18539  

225   114   45   66   227   84   148   120   184   215   287   320  
光熱・水道  16．818   14．558   15．354   14，024   14，454   14，150   14808   14929   15483   16475   17829   19374  
家具・家事用品  8．730   6．157   5．758   7，068   5，785   6．062   6，110   6442   7995   8561   9760   
被服及び履物  

10895  
15．198   8，911   7，384   9，086   8，927   9，026   10，132   8．764   10930   14282   16423   

手口月艮   
25592  

395   465   80   89   480   59   1，619   236   74   359   100   t 204  
子羊月艮   7，225   4，204   3，825   4．493   4，070   4，726   3905   4216   5309   7043   7567   11990  
シヤ、ソ・セーター婆百   2，580   1．251   1，126   1．207   1．328   1，337   1．257   1．305   1830   2258   2984   4523  
下着類   1，227   851   682   888   998   899   790   857   982   1115   1434   1749  
生地・糸吏古   156   96   83   157   96   71   76   136   128   174   155   
他の被月艮   

187  
1，070   723   628   839   828   561   760   734   893   1018   

履物類   
1152   1554  

1．679   1，009   687   1．048   998   1，062   1，252   969   1217   1650   1932   2627  
被月艮関連サービス   867   311   273   365   131   310   474   311   499   666   

保健医療  
1099   1759  

4．848   4，015   4，299   3．809   3，431   
交通・通イ言  

4．298   4236   4037   4554   4608   5036   6004  
18，571   17，550   17，788   19．110   16．584   16．844   17426   16808   

教育  
16610   17335   19031   23070  

3，343   742   
教委娯楽  

365   951   1．116   981   297   756   1665   2554   3624   8116  
29．244   15．395   13，458   14．553   15．699   16．459   16．805   16．250   22636   28765   31629   46938  

教養女呉楽用耐久貝オ   4．076   1．557   1，409   1，720   2．595   615   1，446   1702   3086   4643   3481   7468  
教養女呉楽用品   6．145   3，581   3，389   4．014   3，428   3．578   3．498   3816   4902   6484   6815   8707  
書籍・他の印刷物   4．769   2，998   2，776   2，908   3，087   3，327   2，893   3245   4059   4702   5264   6576  

14，254   7，259   5，884   5．912   6，590   8，939   8，968   7487   10589   12937   16069   24187  
宿泊半斗   1．211   444   574   322   131   575   616   474   775   1093   1209   2504  
パック旅行費   2，164   1，086   540   363   
月謝ヲ浸   

1．454   1．314   1．757   1025   1207   1499   2551   4536  
3，548   1，227   1．002   769   979   1，780   1，607   1320   2012   3424   4583   6403  

イ也の教養夕呉楽サービス   7，331   4，502   3，769   4，458   4．026   5，270   4，987   4668   6595   6921   7726   10743  
そのイ也の消費支出  70，627   36．660   32，049   34，892   31，008   34，072   51，278   3902∈l   49853   57222   79994  127037  

16，907   11．683   10，714   12．231   10，723   13，345   11．402   11．732   13441   16405   18469   24486  
こづ力、い（使途不明）   22．017   12，575   10．338   12，313   11，780   12．244   16．202   13．956   17．533   21417   25148   32030  
交際費   15．996   9，095   8．184   9．007   8．304   8．463   11．517   9，944   13285   14360   
イ士送り金   

16808   25584  
15．707   3，306   2，813   1，340   201   20   12．158   3，396   5，594   5，040   19，570   44，937   

エンゲルイ素数  0．20   0．21   0．21   0．22   0．20   0．20   0．21   0．21   0．20   0．21   0．20   0．18   

第1・十分位  第1・五十分位  第2・五十分位  第3・五十分位  第4・五十分位  第5・五十分位  第1・五分位  第2・五分位  第3■五分位  第4・五分位  第5・五分位  

上記サン  ルの 生活扶助基準額  150，408  150，472  150，499  149，904  150，460  150，706  152，417  154，227  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  
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（第3・五分位を100％とした場合の指数）  
単位：円  

全l重l  

年間収入分位  
第1・五分位  第2・五分位  第3・五分位  第4一五分位  第5・五分位  

平均                             第1・十分位  第1・五十分   

位   位   位   位   位   
又最小直  5万円   5万円   5万円   221万円  261万円  300万円  316万円  5万円   408万円  528万円  660万円  852万円   

年収最大値  ～7．158万円  一－336万円  ～221万円  ′、■261万円  ～300万円  ～316万円  ～336万円  ・｝408万円  ～528万円  ～660万円  ～852万円  ～7，158万円   

年収平均値  64g万円  266万円  170万円  247万円  280万円  305万円  327万円  321万円  468万円  587万円  745万円  1，124万円   

年収（月額）  54万円   22万円   14万円   21万円   23万円   25万円   27万円   27万円   39万円   49万円   62万円   94万円  

出  107．3％   74，0％   70．8％   69．8％   73．4％   76．0％   80．3％   76．5％   90．8％  100．0％  114．5％   ○   

生活扶助相当支出計  109．1％   70．7％   66．5％   70．6％   66．6％   69．5％   80．4％   73．0％   87．1％  100．0％  119．2％   166．4％  

102．8％   74，0％   72．0％   74．5％   71．0％   73．2％   79．5％   77．0％   88．5％  100．0％  111．3％  137．0％  

103．3％   83．6％   7臥2％   85．4％   87．2％   77．6％   89．8％   83．9％   94．9％  100，0％  110．3％   127．6％  

魚介類   105．6％   68．1％   66．8％   69．2％   62．8％   61．8％   79．9％   71．2％   83．5％  100．0％  121．6％   151．6％   

肉類   105．3％   81．3％   75．8％   80．6％   80．1％   79．7％   90．3％   83．8％   91．3％  100．0％  115．4％   8                            136．2施  

100．3％   87．6％   83．1％   83．8％   85．7％   84．6％  100．7％   86．9％   91．2％  100．0％  103．9％   119．7％  

102．4％   68．5％   62．7％   73．7％   69．3％   63．7％   73，3％   73．2％   83．9％  100．0％  117．6％   137．5％  

果物   104．3％   57．7％   53．8％   57．0％   60．2％   58．0％   59．5％   61．5％   78．3％  100．0％  118．6％   163．2％   

油脂・調味料   102．2％   76．9％   74．4％   80．2％   78．3％   70．8％   80．8％   79．3％   88．6％  100．0％  110．8％   0                            132．5施   

菓子類   99．1％   70．9％   72．9％   73．5％   62．5％   70．5％   75．0％   76．7％   89，1％  100．0％  105．1％   0                            124．5施   

調理食品   101．9％   78．6％   81．9％   80．3％   67，9％   80，8％   82．2％   81．5％   91．3％  100．0％  109．8％   D                            126．9％   

飲料   102．7％   83．9％   84．3％   88．7％   73．8％   85．0％   87．6％   88．8％   ○                      91．2％  100．0％  109，8％  123．6‰  

酒類   103．7％   83．9％   84．7％   89．2％   97．5％   70．5％   77．8％   84．4％   86．2％  100．0％  110．2％   137．5％  

外食   102．9％   63．9％   61．6％   58．2％   58．5％   72．0％   69．3％   67．1％   87．3％  100．0％  107．8％   152．1％  

住居  104．6％   52．9％   20．7％   30．4％  105．5％   39．0％   68．8％   55．9％   85．3％  100．0％  133．4％   148．6％   

光熱・水道  102．1％   88．4％   93．2％   85．1％   87．7％   85．9％   89．9％   90．6％   94，0％  100．0％  108．2％   D                            117．6‰  

l∃．■＝±コ    ロ  1020％   719％   673％   82．6％   67．6％   70．8％   71，4％   75＿2％   93．4％  100．0％  114．0％   127．3％  

106．4％   62．4％   51．7％   63．6％   62＿5％   63．2％   70．9％   61．4％   76．5％  100．0％  115．0％   179．2％  

和服   110．0％  129．7％   22．4％   24．8％  133．9％   16．4％  451．4％   65．8％   20．5％  100．0％   28．0％   

洋服   102．6％   59．7％   54．3％   63．8％   57．8％   67．1％   55．4％   59，9％   8   8  

シャツー セーター類   114．3％   55．4％   49．9％   53＿5％   58．8％   59．2％   55．7％   57．8％   81．1％  100．0％  132．2％  200．3％  

下着類   110．1％   76．4％   61．2％   79．6％   89．5％   80．7％   70．9％   76．9％   88．1％  100．0％  128．6％  156．9％   

生地・糸類   89，7％   55．5％   47．6％   90．1％   55．0％   40．9％   43．8％   78．4％   73．4％  100．0％   89．2％   0                            107．5‰  

他の被服   105．1％   71．0％   61．7％   82．4％   81．3％   55．1％   74．6％   72．1％   87．7％  100．0％  113．2％   152．6％  

履物類   101．8％   61．2％   41．6％   63．5％   60．5％   64．3％   75．9％   58．7％   73．8％  100．0％  117．1％   159．2％  

被服関連サービス   130．1％   46．6％   41．0％   54．8％   19．6％   46．6％   71．2％   46．7％   74．9％  100．0％  165．0％  264．1％  

保健医療  105．2％   87．1％   93．3％   82．7％   74．4％   93．3％   91．9％   87．6％   98．8％  100．0％  109．3％   130．3％  

交通・通信  107．1％  101，2％  102．6％  110．2％   95．7％   97．2％  100．5％   97．0％   95．8％  100．0％  109．8％   133．1％  

教育  130．9％   29．1％   14．3％   37．2％   43．7％   38．4％   11．6％   29．6％   65．2％  100．0％  141．9％   

1017％   53．5％   46．8％   50．6％   54．6％   57．2％   58．4％   56．5％   78．7％   ○   163．2％  

教養娯楽用耐久財   87．8％   33．5％   30．3％   37．0％   55．9％   13．3％   31．2％   36＿7％   66．5％  100．0％   75．0％   160．9％  

養 P● 用ロ   948％   552％   52．3％   61．9％   52．9％   55．2％   54．0％   58．9％   75．6％  100．0％  105．1％   134．3％  

圭籍・他の印刷物   101．4％   63．8％   59．0％   61．8％   65．6％   70．7％   61．5％   69．0％   86．3％  100．0％  111．9％  139．8％  

教養女呉楽サービス   110．2％   56．1％   45．5％   45．7％   50．9％   69．1％   69．3％   57．9％   81，8％  100．0％  124．2％   187．0％  

宿泊料   110．8％   40．6％   52．5％   29．4％   12．0％   52，6％   56．4％   43．4％   70．9％  100．0％  110．6％  229．1％  

パック旅行費   144．3％   72．4％   36．0％   24．2％   97．0％   87．7％  117．2％   68．4％   80．5％  100．0％  170．2％  302．6％  

月謝類   1036％   358％   293％   22．5％   28．6％   52．0％   46．9％   38．6％   58．8％  100．0％  133．9％   187．0％  

他の教養娯楽サービス   105．9％   65．1％   54，5％   64．4％   58．2％   76．2％   72＿1％   67．4％   95．3％  100．0％  111．6％   155．2％  

123．4％   64，19も   56．0％   61．0％   54．20も   59．5？も   89．6％   68．2％   87，1％  100．0％  139．8％   222．0％  

103．1％   71．2％   65．3％   74．6％   65．4％   81．3％   69．5％   71．5％   81．9％  100．0％   112．6％   149．3％  

こづかい（使途不明）   102．8％   58．7％   48．3％   57．5％   55．0％   57．2％   75．6％   65．2％   D                        81．9％  100．0％  117．4‰   149．6％  

交際費   111．4％   63．3％   57．0％   62．7％   57．8％   58．9％   80．2％   69．2％   92．5％  100．0％  117．0％   178．2％  

仕送り金   311．6％   65．6％   55．8％   26．6％   4．0％   0．4％  241．2％   67．4％   111．0％  100．0％  388．3％  891．6％   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  

－ 23 －   



○ 単身世帯における消費実態と生活保護基準との比較について  

○第1・五分位（月収10万円相当）の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額を比較すると、一般低所得世帯の消費支出と   
生活扶助基準額は均衡している。  

単身世帯（60歳以上）の場合  
単位：円  

■斉；J ‾ エフデ1王  ■弟・等  丘＿シ∫て立  ■弟し 」⊥〉J7立  弟l ■ Tフナl上⊥  ■買1・五分イ立  弟∠ ■ ユ1フナ「止  ■第3・五分1立  弟4・土Lラブ1立  ■遠5・五分位   

年収冨支小値  12万円   12万円   12万円   166万円  234万円  316万円  450万円  12万円   12万円   12万円   166万円  234万円  316万円  450万円   

年収耳支大値  ～2 581万円  ノ→・124万円  ～166万円  ～234万円  ＝316万円  ～450万円  ～2581万円  ～2581万円  ～124万円  一一166万円  ～234万円  一－316万円  ～450万円  ～2581万円   

年収平均イ直  336万円  88万円  117万円  201万円  274万円  464万円  712万円  336万円  88万円  117万円  201万円  274万円  464万円  712万円   

年収（月額）  28万円   7万円   10万円   17万円   23万円   39万円   59万円   28万円   7万円   10万円   
17万円   

23万円   

39万円   

集言十世帯数  

59万円  

2．611   300   582   554   509   521   446  

消費支出  162．068  84，413  94，336  133，845  155，337  212．873  241，961  1043□。   54．308   607q℃   86．28。  100．0％  1370％  1558％   

生活扶助相当支出計  127．217  62．831  71．007  106，349  124，718  167．556  189，982  102．00。   5040ノ。   56．90q   8530。  1000％  1343q8  1523％  

食料  33．934  22．650  24．500  31．004  35395  38670  42842   9598D   64 00. 69 20. 8768  10000ノ  10930′  
穀類   3．006   2．857   2．932   2．933   2986   3025   3086  1007q。   95 70. 9820ノ   982q  1000q  1013ひ′   
魚介類   3，432   2．528   2，666   3．182   3．535   3646   4225   97lOb   715qD   75400   9000ノ  1000％  10318   
肉類   し621   1．283   1．327   1．549   1，611   1．718   2．082  100．600   79．79b   8240′D   962？D  1000％  
享L卵類   1．469   1．121   1．206   1．403   1，488   1．449   1，743   98．7Do   75．3□。   81，00D   94300  1000％   9740も  1171％  
野菜・海藻   4．977   

果物   
4．070   4．164   5．036   4，937   5．335   5816  1008日′。   8240。   84308  1020q  1000年  10810  1178q  

2．271   1．481   1．628   2.1199 2285   2641   2695   9940。   64 80. 71 300 9270  1000職  
油月旨・言周味料   1．306   1．197   1，220   1．354   1．308   1293   1364   9998。   9150。   9330′  1035q  1000q  
菓子類   2，535   ト258   1．512   2．227   2422   3378   3587  10478ノ8   51 9Do 62 400 9200ノ  1000□  1395qぺ  14  qぺ  
喜周理食品   3，928   

飲料   
2，625   2．888   3．418   4．299   4365   5107   91400   611％  67 200 795q  10000  1015q′   

1，588   1．073   1．177   1．553   1707   1726   1798   9310′ロ   628q。   690nD   9100   

酒類   1，422   1，054   1．105   1．255   1，436   1539   1905   9900。   7340℃   7690b   8740′  1000取  1072％  13270  
外食   6．378   2，104   2．677   4，975   7，384   8556   9435   8640′。   2850′D   3630。   674D  1000q  11598  1278q  

賄い曹   20   0   0   68   0   0   0  

主居  

．  

414   1094   580   216   287   585   427  144lOb  38080ロ  20210b   752D  1000q  2037q  1486b  

光熱・水道  10．399   8．634   8．865  10．057  10．079  11．327  12．070  1032qも   857q。   88．ODb   99．8D。  1000ワD  1124？8  1198q。  

家具・家事用品  5，614   2，690   3，172   5．172   4，274   6，924   8，991   131，39℃   62．9％   74．20b  12100。  1000％  1620％  2104qも  

被月反及び履物  6．899   2．165   2．710   4．911   7．011   9．698  10579   9840り   3090。   3870。   700qも  1000d′  13838′  1509qぺ  
手口月艮   160   80   47   15   330   184   56   485n′。   244q。   14lO   

洋月邑   
470  558q′   16 0′  

2，715   579   775   1．706   2，799   4085   4638   9708b   
シャツ・セーター類   

207DD   2770。   6090  1000q  14600   

1－471   385   540   1，132   1503   2181   2024   9790b   256qも   3590b   753q  1000取  
下着類   714   300   418   679   640   1．079   1047 111500000 4680。   653qロ  10600勺  1000D  1685q  16350ノノ  
生地・糸類   165   95   108   126   143   249   212  1148n8   6630も   750q。   879q  10008′  1734ql  1477％  
イ也の被月艮   
履物類   

497   194   257   388   502   592   681   9900。   38 60. 512qべ   77lO  1000‰  11790ノ  口  
729   381   397   461   579   796   1，271   12570。   658DD   68．40。   7950ロ  1000qD  1373％   

被月邑関連サービス   449   151   169   405   514   533   650   8728。   2938。   32 900 7880ノ  10000  10360  12630ノ  
保イ建医療  3，717   1－405   2．074   3．478   3，616   4，795   5．327  102．8q。   
交通・通信  

38．90b   57488   9628ら  1000％  
9．453   5，012   5．814   7910   8835  12379  13367  10700。   567qD   6580   8950  1000qべ  14010  1513旬  

教育  2   0   4   0   0   4  321．00。   

教養女呉楽  
0．00′。   0．0？。  100，0％   0．0％  825．0％  

18．894   5．802   7，722  12，003  19，862  26，134  34．727   6040ロ  1000％  131、6qD  174．8％  

教養娯楽用耐久財   仁コ   
890   92   340   619   919   1．225   1．954   96．9日。   10．0□0   3700。   674q8  1000％  133．4Db  212．6％  

口、′                                 教養娯楽用口口  3，512   1．456   ト662   2．979   3．428   4．610   5．324  102．400   42，50。   4850も   86．98。  100．0％  134．5q8  1553％  

；■                                Rま。・イ也の印刷物   3，756   2．168   2．524   3，130   3．649   4．285   5．154  103．000  59．40。   6928。   858％  100．0％  117．4％  141．3％  

10．735   2．087   3．195   5．275  11867  16015  22295   905q。   176？D   26 900 4450  1000竹  1350取  18790∠  ′、 －ヒス                                宿泊料   1，060   201   318   558   880   1487   2607  12030。   228qb   3620′b   634q′  10000ノ  16880  2961D′  
パック旅行曹   4．319   669   1．089   1．684   4．889   6982   9759   884qb   137％   22 30. 344む  1000D′  1428q  1996切  
月喜射類   1．494   423   436   973   1，279   2，176   3．067  116．90b   33．1□′。   34．1□′。   76．1qb  100．0％  170．20ゎ  

イ の教養呉楽サーヒス   3，862   794   1－352   2，060   4．819   5371   6861   80lOロ   1650ノ。   28」％   4278′  1000q  1114吼  1424qく  
その他の消曹支出  37，890  13，378  15．565  31，599  35．358  57，043  61647  10720。   

害者雑書   
378㌔   440％  894qも  1000％  1613q  1744年  

13，760   5．240   6．327  12．857  12，616  19．770  21．777  109．1ワb  41．5ワD   50．2bD  101．9？b  1000％  156．7Po  172．6％  

」つかい（侍途不明）   267   161   88   21   199   136   818  1343口勺   8090℃   441DD   105屯  1000q（   6888  41230′  
交際費   22，773   7，884   8．879  18，395  22，101  36023  35504  1030ウD  357q。   402％   8320  1000サ   
仕送り金   ト091   93   272   326   443   1113   3548  2462ウb  2100。   6138。   736q′  1000q  

エンゲル係数  0．21   027   0．26   0．23   0．23   0，18   018  

買1・十分イ立  第1・五分位  第2・五分イ立  第3・五分イ立  買4・五分位  買5・五分イ立  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計   上言己サンフ  ルの 生活扶助基準客員  
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（参考）  

単身世帯（60～69歳）の場合  
単位：円  

60～69歳  

年間収入分位  年間収入分位  

平均         平均        第1・十分位  第1・五分イ立  第2・五分位  第3・五分位  第4・五分位  第5・五分位   第1・十分1立  第1・五分位  第2・五分位  第3・五分位  第4・五分位  第5・五分位   

年収最小値  17万円   17万円   17万円   166万円  234万円  317万円  450万円  17万円   17万円   17万円   166万円  234万円  317万円  450万円   

年収最大値  ～2．374万円  ・〉124万円  ～166万円  ～234万円  ′・】316万円  ・〉450万円  －2，374万円  ～・2．374万円  ′・・124万円  ・－166万円  ～234万円  ノ・・■316万円  ■・・■450万円  ・・・■2，374万円   

年収平均値  316万円  87万円  114万円  202万円  272万円  377万円  686万円  316万円  87万円  114万円  202万円  272万円  377万円  686万円   

年収（月額）  26万円   7万円   9万円   17万円   23万円   31万円   57万円   26万円   7万円   9万円   17万円  23万円   31万円   57万円   

1．109  134  247  240  218  232  173  

消費支出  169，617  93，932  107．382  146，627  163，155  201，392  243．554  104．0％   57，6％   65．8％   89．9％  100，0％  123．4％  149．3％   

生活扶助相当支出計  13乙717  68，666  7乳110  114，877  132，057  149，242  201，574  100．5％   52．0％   59．9％   87．0％  100．0％  113．0％  152．6％  

35205  24138  27．002  33．479  37．207  36．158  44．034   94．6％   64．9％   72．6％   90．0％  100．0％   97．2％  118．3％  

穀類   3．106   3．177   3．202   3．224   3．030   3，108   2，924  102．5％  104．8％  105．7％  106．4％  100．0％  102．6％   96．5％  

餐l介類   3．345   2，578   2．866   3．198   3．384   3．328   4．093   98．8％   76．2％   84．7％   94．5％  100，0％   98．3％  120．9％  

類   1．771   1．459   1．531   1．761   1．934   1．520   2．198   91．6％   75．4％   79．2％   91．0％  100．0％   78．6％  113．7％  
乳卵類   1383   1002   1．154   1．403   1．401   1．499   1．477   98．7％   71．5％   82．4％  100．1％  100．0％  107．0％  105．4％  
野菜・海藻   5，019   4．255   4．300   5．479   4．868   4．682   5．924  103．1％   87．4％   88，3％  112．5％  100．0％   96．2％  121．7％  

果物   2．217   1．592   1．688   2．320   2．375   2．426   2．315   93．4％   67．0％   71．1％   97，7％  100．0％  102．2％   97＿5％  

1．338   1．310   1．284   1．479   1．382   1．198   1．349   96．8％   94．8％   92．8％  107．0％  100．0％   86．6％   97．6％  

2．517   1．311   1．516   2．365   2．539   2．893   3．463   99．1％   51．6％   59．7％   93．1％  100．0％  113．9％  136．4％  

3821   2395   2819   3．352   4．399   3．899   4．889   86．9％   54．4％   64．1％   76．2％  100．0％   88．6％  111．1％  

1．742   1．149   1．343   1．659   1．811   1．923   2，039   96．2％   63．4％   74．2％   91．6％  100．0％  106．2％  112．6％  

1．604   1．406   1．578   1．489   1．807   1．447   1．741   88．8％   77．8％   87．3％   82．4％  100．0％   80．1％   96．3％  

7341   2505   3722   5．752   8．276   8．237  11．621   88．7％   30．3％   45．0％   69．5％  100＿0％   99．5％  140．4％  

0  0  158  0  70  0  

イ主居  488   2．253   1．249   165   412   378   167  118．4％  546．6％  302．9％   40．1％  100．0％   91．6％   40．5％  

光熱・水道  10．407   9，003   9．520  10．208  10．690  10．602  11．190   97．4％   84．2％   89．1％   95．5％  100．0％   99．2％  104．7％  
家目・家事用□  5344   2944   3．445   5．221   4．065   6．765   7．568  131，5％  72．4％  84．8％  128，4％  100．0％  166．4％  186．2％  

7．986  2．504  3．484  5．556  8．329  10．275  13．371   95．9％   30．1％   41．8％   66．7％  100．0％  123．4％  160．5％  

和服   203   169   95   27   42   733   92  481．3％  400．9％  226．4％   63．0％  100，0％  1738．2％  219．3％  

洋月艮   3007   803   1103   1．976   3．579   3．839   4．972   84．0％   22．4％   30．8％   55．2％  100．0％  107．3％  138．9％  
シャツ・セーター類   1．705   403   687   966   1．832   2．355   2．940   93．1％   22．0％   37．5％   52．8％  100．0％  128．5％  160．5％  

下着萎百   907   299   526   752   911   826   1．660   99．5％   32．8％   57．8％   82，5％  100．0％   90．6％  182．2％  

生地・糸類   169   83   97   151   136   306   151  124，5％   60．8％   71．4％  111．5％  100．0％  225．3％  111．5％  

履物類   
他の被服  608  198  294  552  601  817  819  101．2％   32．9％   49．0％   91．8％  100，0％  136．0％  136．3％  

885   436   479   601   641   877   2．020  138．1％   68．1％   74．8％   93．9％  100．0％  137．0％  315．3％  

被服関連サービス   502   113   203   530   587   523   716  85．6％  19．3％  34，5％  90．4％  100．0％  89．1％  122．1％  
保健医療  3，792   968   1．658   3，832   4．117   3，896   5，887   92．1％   23．5％   40．3％   93．1％  100．0％   94．7％  143．0％  
交通・通信  10411   6045   6．865   9．001   9．663  12．801  14．473  107．7％   62．6％   71．0％   93．1％  100．0％  132．5％  149．8％  

教育  2   0   8   0   0   0   0  

19081   7026   9359  11．934  21．581  21，927  33．597   88．4％   32．6％   43．4％   55．3％  100．0％  101．6％  155．7％  

842   128   210   691   1．417   838   1．162   59．4％   9．0％   14．9％   48．8％  100．0％   59．1％   82．0％  

3625   1744   2128   2．650   3．354   4．359   6．093  10臥1％   52．0％   63，5％   79．0％  100．0％  130．0％  181．7％  

3695   2,4111 2．713   3．000   3．585   4．563   4．836  103，1％   67．3％   75．7％   83．7％  100．0％  127．3％  134．9％  

10918   2743   4．307   5．593  13．225  12．168  21．506   82．6％   20．7％   32．6％   42．3％  100．0％   92．0％  162．6％  

1．009   393   441   488   862   1．058   乙458  117．1％   45．6％   51．1％   56．6％  100．0％  122．8％  285．2％  

3822   952   1.236  2．054   4，074   4．110   8．554   93．8％   23．4％   30．3％   50．4％  100．0％  100，9％  210．0％  

月謝類   1，376   237   455   780   1．467   2．031   2．349   93．8％   16．1％   31＿0％   53．1％  100．0％  138．4％  160．1％  

他の教養娯楽サービス   4712   1162   2176   2．272   6．822   4．969   8．146   69．1％   17．0％   31．9％   33．3％  100．0％   72．8％  119．4％  

40001  13784  16．519  35．480  35．995  46．439  71．287  111．1％   38．3％   45．9％   98．6％  100．0％  129．0％  198．0％  
諸雑曹   15．549   5，172   6，313  16，814  15，310  17．371  23，460  101．6％   33．8％   41．2％  109．8％  100．0％  113，5％  153．2％  

80  45  41  19  102  138  109   78．6％   43．8％   40．5％   18．9％  100．0％  135．2％  106．4％  

交際費   22．477   8．564   9．826  18．647  19．960  27．804  39，199  112．6ワも   42．9％   49．2％   93．4％  100．0％  139．3％  196．4％  

仕送り金   1．895   4   338   0   623   1．126   8．519  304．1％   0．6％   54．3％   0．0％  100．0％  180．7％  1367．0％   

0．21   0．26   0，25   0．23   0．23   0．18   0．18  エンゲル係数  

第5・五ク）イ立  第4・五分位   買2・五分位  第3・五分位  第1・五分位  第1・十タ〉位  
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（参考）  

単身世帯（70歳以上）の場合  

単位：円  

平均  第1・十分位  第1・五分位  第2・五分位  第3・五分位  第4・五分位  貰5■五分位   

上記サンプルの 生活扶助基準額   70．264  1 69．628  Ⅰ 69，884  】 69，918  70，280  69．870  71，233   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計   
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○ 一般世帯における耐久消費財の普及率について   

夫婦子1人（有業者あり）世帯  

○夫婦子1人世帯（有業者あり）において普及率が70％を超える品目の普及率の平均をみると、平均が86．6％に対して第1・十分位   

で80．1％となっており、大きな差はない。  

夫婦子1人世帯（有業者あり）における耐久消費財の普及率  

電子レンジ（電子オーブンレンジを含む）   98．2％   98．0％   95．3％   97．5％   99．9％   99．4％   97．8％   98．1％   98．4％   97．5％   98＿7％   98．4％  

携帯電言舌（PHSを含む）   96．0％   96．0％   93．4％   95．9％   95．5％   98．0％   97．1％   96．3％   96．4％   94．4％   95．8％   97．4％  

茶だんす・食器戸棚   92，3％   90．6％   90．7％   87．0％   86．8％   93．9％   94．5％   90．5％   92．9％   93．4％   93．6％   90＿9％  

ビデオテープレコーダー   89．9％   82．7％   79＿1％   74．8％   83＿5％   88＿8％   87．4％   85．7％   88．2％   91．3％   91．2％   92．8％  

ステレオセット又lまCD・MDラジオカセット   89．5％   81．4％   77．2％   7∈‡．1％   81．8％   91．0％   79．1％   83．9％   88．0％   88＿4％   92．4％   94．8％  

カメラ（デジタルを含む）   89．0％   78＿8％   75．8％   74＿4％   77．4％   82．5％   83．7％   82．0％   87．6％   89．5％   91，6％   94．4％  

ルームエアコン   87．4％   76．6％   75．7％   78．7％   80．5％   72．5％   75．5％   81．2％   86．3％   87＿5％   87．8％   93．9％  

自動炊飯器（遠赤釜 1H型）   87．3％   88．3％   86．2％   87＿7％   88．7％   93．4％   85．4％   88．9％   86．5％   87．3％   87＿2％   86，6％  

パソコン   82．3％   59．4％   54．0％   54．6％   58．7％   60．9％   69．1％   65．1％   77．2％   84．7％   90．8％   93．9％  

洋月艮だんす（作りイ寸けを除く）   77＿0％   72．4％   72．7％   69．5％   73．8％   67．0％   78．8％   71，1％   73．7％   78．4％   80＿0％   81．9％  

カラーテレビ（29インチ未満）   76．1％   76，5％   77．8％   76＿7％   77．8％   80，9％   69．4％   77．0％   74．3％   76．9％   76．6％   76．0％  

冷蔵庫（300リットル以上）   75▼4％   60．2％   55．2％   55．5％   61．6％   57．2％   71．5％   65．0％   75．6％   76、8％   78．3％   81．4％  

整理だんす（作りイ寸けを除く）   75，1％   68．3％   70，7％   64．7％   67．8％   68．0％   70．2％   69．8％   72．3％   73．2％   78．5％   81．9％  

食堂セット（食卓と椅子のセット）   72．6％   55．2％   58．3％   53．5％   50．2％   57．5％   56．7％   56．0％   67．5％   72．3％   80．4％   86．7％   
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（参考）  

全国  
年間収入分位  

第1■五分位  第2・五分位   

平均  
位   イ立   位   位   イ立   

圧   q   ％   ％   ％   ．％   8 8   D   ○   58.9m ○′  

洋服だんす（作り付けを除く）  77．0％   72．4％   72．7％   69．5％   73．8％   67．0％   78．8％   71．1％   73．了％   了8．4％   80．0％   81．9％   

だ  食器戸棚   923％   906％   907％   870％   86．8％   93．9％   94．5％   90．5％   92．9％   93．4％   93．6％   90．9％   

システムキッチン   48．5％   28．9％   22．9％   30．1％   29．4％   29■塁％   32．5％   30．9％   38．1ウも   48．5％   58．4％   66．5％   

給湯器   46．那♭   30．1％   27．9％   26，8％   27．4％   33．8％   34．7％   33．8％   37．59ら   48.5X 8  0′  

洗髪洗面化粧台   53．79も   36．9ウも   30．3？も   33．6％   39．0％   42．3％   39．3％   40．6％   46．5％   55．4？も   58．8ウも   67．4？も   

温水洗浄便座   49．3ワも   27．0％   22．4％   30，6％   25．190   26．8％   29．9％   31．2％   39．1％   48．5％   60．0％   67．59も   

冷蔵庫（300リットル未満）   28．2％   41．6％   46．6％   42．9％   44．1％   42．7％   31．9％   37．2％   2了．0％   25．5％   26．即ム   24．3？も   

A   300l、、ト レ以上）   754年′   602qb   552％   555％   61．6％   57．2％   71．5％   65．0％   75．6％   76．8％   78．3％   81．4％   

洗濯機  99．0％   98．8％   96．69も   98．1％   99，9％  100．0％   99．1％   98．69′D   99．1％   98．5？′ら   99．2％   99．6やb   

ルームエアコン   87．4％   76．69♭   75．7％   78．7％   80．5％   72．5％   75．5％   81．2％   86．3％   87，5％   87．8％   93．9％   

ピアノ   22．3乍ら   9．1％   8．3％   8．7％   5．9％   12．6％   10．0％   8．7％   12．9？も   19．9％   2了．9？も   42．1％   

DVDレコ  8  ％   ％   ％   ％   ．％   ．％   ％   ．％   ¢′  0  四  

ビデオテープレコーダー  89．9％   82，7？も   79．1％   了4．8％   83．5％   88．8％   8了．4％   85．7％   88．2ウら   91．3％   91．2ワも   92．8％   

プラズマテレヒ   2．3年ら   1，9％   0．09ら   4．7％   3．6ワも   0．0？ら   1．1％   1．5％   2．2％   2．0％   2．9％   2．9％   

液白子レビ   7．6％   4．1％   4．3％   2．0％   1．8％   4．3％   8．1％   4．了％   6．3％   7．0サム   7．7％   12．39も   

カラーテレビ（29インチ以上）   41．3？も   36．3％   31．6％   43．0％   34．0％   31．5％   41．3％   36．1％   39．0ウら   40．2％   43．6％   47．2％   

カラーテレビ（29インチ未満）   76．1％   了6．5％   77．8？も   了6．7％   7了．8％   80．9％   69．4％   77．0％   了4．3％   了6．9％   76．6％   76．0サb   

ビデオカメラ（デジタルを含む）   66，4ワも   54．9％   43．7％   51．3％   55．3％   59．4％   65．0％   57．4％   65．3％   70．7％   69．9％   68．7％   

カメラ（デジタルを含む）   89．0ウも   78．8％   75．8％   74．4％   77．4％   82．5％   83．了％   82．0％   87．馴ら   89，5％   91．6％   94．4％   

パソコン   82．3％   59．4％   54．09ら   54．6？も   58．7％   60．9％   69】1％   65．1％   77．2％   84．7％   90．8％   93，9？も   

整理だんす（作り付けを除く）   75，1％   68．3％   了0．7％   64．7％   6了．8％   68．0％   了0，2％   69，8％   72．3％   8  8／  0  

ム    ヾ   D  ％   ％   ％   D 8   0 D   ％   ○   0′   ○   0′  

ユニット家旦（購入価格が20万円以上）  4．8％   2．5％   1．0％   2．4％   1．1％   5，2％   2．9％   2．4％   3．1？も   3．5％   5．7サム   9．2？も   

応接セット（3占セット以上）   13．8％   6．2％   4．9％   8．0％   3．6％   7．8％   6，5％   6．5％   9．8％   12．1％   17．2％   23．4％   

応接用座卓（食卓を除く）   24．7％   14．0％   14．1％   13．6％   9．了％   18．1％   14．6％   15．3％   18．7％   22．6％   30．5％   36．59も   

サイドボード・リビングボード   41．3％   32．1％   22．9％   26．2％   33．0％   41．5％   37．2％   32．7％   36．9％   41．8％   45．9％   49．3ウb   

堂セット（食卓と椅子のセット）   72．6％   55．2％   58．3％   53．5％   50．2％   57．5％   56．7％   56．0ウD   67，5％   ○′  ○  Q′  

ベッド・ ソファーベッド（作り付けを除く）   59．0％   48．8％   45．6ワも   39．6％   49．5％   53．8％   55．3％   50．4％   55．3％   56．6％   61．7％   70．9％   

じゆうたん（5万円以上の の）   8．2％   3．5％   5．0％   5．7％   2．4％   2．2％   2．3％   3．0％   5．1％   8  q  n  

電気掃除機   99．0％   98．7％   99．5％   95．9％   99．3％   98．9％   99．8％   98．5％   99．1％   98．6％   99．4％   99．3％   

・  ロ 、土  ゝ IH刑   873qも   883％   86．2％   8了．7％   88．7％   93．4％   85．4％   88．9％   86．5ワノb   q  ¢  Q′  

電子レンジ（電子オーブンレンジを含む）   98．2％   98．0％   95．3ワも   97．5％   99．9％   99．4％   97．8％   98．1チら   98．4％   97．5％   98．7％   98．4％   

食器洗い機   19．99q   11．0％   11．9％   13．4％   8．6％   11．5％   9．4％   11．7ウも   14．1乍ら   1了．5％   23．了％   32．7ウら   

電動ミシン   59．6％   43．1？も   36．5％   35．99i   48．9％   52．09も   42．3サム   44．7％   53．4％   D′  0′  0  

電気こたつ   64．09b   65．2％   64．5％   了2．5％   59．0％   65．9ウi   64．2％   61．了％   0   q   Q   0  

太陽熱温水器   4．1％   1．4ワも   0．0％   0．6％   3．9％   0．0％   2．5％   2．7％   3．2％   0   D   7．0％   

圭斎・学習用机（ライティングデスクを含む）   55．5％   33．69も   32．3ワも   28．7％   34．6？も   40．6％   32．0％   34，4％   42．1％   0   q′  8  

ステレオセット又はCD－MDラジオカセット   89．5％   81．4％   77．2％   78．1％   81．8％   91．0％   79．1％   83．9％   88．0％   88．4％   92，4％   94．8％   

ファクシミリ（コピー付を含む）   56．1％   38．0％   33．2％   38．1％   39．6％   3了．99も   41，3％   41．了％   51．2％  56．4％   61．5サム   70．0％   

ゴルフ用旦一式（ハーフセットを含む）   38．5％  18．3％  16，1％   24．8％   16．6％   15．3％   18．8％   20．2％   29．4％   0  8／  0  

96．0？も  96．0？も  93．4％   95．9％   95．5％   98．0％   97．1％   96．3％   96．4％   94．4％   95．8％   9了．4％   携帯電話（PHSを含む）  

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  
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単身世帯  

○単身世帯おいて普及率が70％を超える品目の普及率の平均をみると、平均が82．7％に対して第1・五分位で78．7％と   

なっており、ほぼ同水準となっている。  

（60歳以上の場合）  

洗三豊機   94．6％   94．4％   93．4％   96．0％   90．8％   96．4％   96．4％   

茶だんす・食器戸棚   92＿3％   92．0％   91．6％   91．7％   93．0％   93．9％   91．4％   

電子レンジ（電子オーブンレンジを含む）   87．0％   74．3％   77．1％   83．8％   91．0％   90．7％   92．7％   

洋月艮だんす（作りイ寸けを除く）   81，7％   82．0％   77．8％   84．9％   83．6％   81．4％   80．7％   

ルームエアコン   78．5％   59．7％   65．5％   77．1％   79．7％   83．9％   86．6％   

整理だんす（作りイ寸けを除く）   78．0％   67．4％   72．7％   75．0％   81．5％   79．9％   81．1％   

手口だんす（作りイ寸けを除く）   76．9％   64．5％   67．1％   76．3％   77．6％   79．7％   83．6％   

カラーテレビ（29インチ未満ト）   75．9％   81．5％   80．3％   74．9％   73．3％   76．9％   73．7％   

自動炊飯器（遠赤釜 IH型）   75．3％   73．6％   75．3％   71．2％   75．2％   73．7％   81．4％   

電気こたつ   73．5％   71．9％   71．7％   78．3％   76．3％   71．3％   69．8％   

資料：平成16年全国消責実態調査特別集計  
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（参考）  

全匡】  
年間刃文入タ｝位  

平均  第1・五分位  第2・五分位  第3・五分位  第4・五分位  第5・五分位   

第1・十分位  

手口だんす（作りイ寸lナを除く）   76．9％   64．5％   67．1％   76．3％   77．6％   79．7％   83．6％   

子羊月艮だんす（作りイ寸けを除く）   81．7％   82．0％   77．8％   84．9％   83．6％   81．4％   80．7％   

茶だんす・食器戸棚月   92．3％   92．0％   91．6％   91．7％   93．0％   93．9％   91．4％   

システムキッチン   36．0％   18．6％   22．3％   29．4％   34，2％   43．1％   51．0％   

給湯器   46．3％   33．0％   34．3％   38．5％   46．5％   51．6％   60．4％   

洗髪洗面イヒ粧台   47．1％   26．8％   29．5％   41．1％   43．8％   57．0％   64．1％   

温水洗浄便座   45．7％   19．8％   20．6％   38．3％   44．8％   58．5％   66．5％   

冷蔵庫（300リットル未満）   54．8％   68．0％   64．9％   63．3％   52．1％   49．9％   44．0％   

冷蔵庫（300リットル以上）   50．9％   33．7％   34．4％   46．4％   51．2％   58．2％   64．1％   

洗さ雀機   94．6％   94．4％   93．4％   96．0％   90．8％   96．4％   96．4％   

ルームエアコン   78．5％   59．7％   65．5％   77．1％   79．7％   83．9％   86．6％   

ピアノ   10．6％   2．4％   2．6％   8．0％   7．7％   14．0％   20．7％   

D＞Dレコータ’－   5．3％   0．3％   1．2％   4．2％   5．9％   6＿5％   8．7％   
ビデオテープレコーダー   47．0％   30．5％   29．1％   43．9％   49．1％   50．4％   62．3％   

プラズマテレビ   2．2％   0．4％   0．9％   0．4％   1．7％   3．1％   5．0％   

液晶テレビ   4．3％   1．2％   2．6％   2．9％   4．1％   5．0％   6．7％   

カラーテレビ（29インチ以上）   33．0％   19．8％   21．5％   28．1％   36．3％   34．5％   44．7％   

カラーテレビ（29インチ未満）   75．9％   81．5％   80．3％   74．9％   73．3％   76．9％   73．7％   

ビデオカメラ（デジタルを含む）   6．7％   4．5％   3．3％   4．0％   6．5％   7．3％   12．3％   

カメラ（デジタルを含む）   43．2％   15．2％   21．3％   35．6％   41．7％   54．1％   63．1％   

′iソコン   18．0％   4．6％   6．2％   9．5％   14．7％   23．2％   36．3％   

整理だんす（作りイ寸けを除く）   78．0％   67．4％   72．7％   75．0％   81．5％   79．9％   81．1％   

鏡台（ドレッサー）   58．0％   46．9％   49．2％   58．3％   60．4％   58．9％   63．4％   

ユニ．ツト家具（購入佃i格カミ20万円以上）   2．9％   1．0％   0．5％   2．1％   1．2％   3．9％   6．7％   

応接セット（3点セット以上）   25．0％   11．3％   12．7％   14＿7％   22．3％   32．8％   42．4％   

応接用座卓（食卓を除く）   34．2％   18＿1％   16．0％   31．0％   32．3％   45．4％   46．4％   
サイドボード・リビングボード   33．8％   20．6％   20．6％   29．1％   38．0％   38．0％   43．1％   

食堂セット（食卓と椅子のセット）   62．8％   35．3％   42．6％   54．1％   64．4％   75．6％   77．1％   

ベッド・ソファーベッド（作りイ寸Iナを除く）   48．4％   36．2％   39．0％   46．4％   48．9％   51．5％   56．2％   

じゆうたん（5万円以上のもの）   20．6％   6．7％   6．4％   13．0％   21．0％   24．1％   38．3％   

電気掃除機   96．0％   92．5％   93．7％   95．7％   95．8％   97．5％   97．2％   

自動炊飯器（遠赤釜 IH型）   75．3％   73．6％   75．3％   71．2％   75．2％   73．7％   81．4％   

電子レンジ（電子オーブンレンジを含む）   87．0％   74．3％   77．1％   83．8％   91．0％   90．7％   92．7％   

食器洗い機   6．5％   1．6％   1．7％   5．5％   3．3％   10．6％   11．3％   
電動ミシン   37．0％   23．6％   27．5％   36．8％   41．5％   40．7％   38．5％   

電気こたつ   73．5％   71．9％   71．7％   78．3％   76．3％   71．3％   69．8％   

太陽熱温水器   4．7％   4．8％   3．4％   3．5％   4．0％   7．6％   5．1％   

書斎・学習用机（ライティングデスクを含む）   29．6％   14．0％   12．9％   17．0％   27．0％   36．4％   54．8％   

ステレオセット又lまCD・MDラジオカセット   40．0％   18．9％   21．3％   31．8％   42．6％   52．7％   51，8％   

ファクシミリ （コピーイ寸を含む）   19．6％   6．5％   7．7％   13．8％   18＿7％   28．5％   29．5％   

ゴルフ用具一式（′ヽ－フセットを含む）   10．9％   2．1％   2．9％   6．1％   11．9％   14．1％   19．7％   

携帯電言舌（PHSを含む）   32．6％   13．0％   18．0％   25．8％   34．2％   39．1％   46．0％   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  
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○ 一般世帯における購入頻度について   

夫婦子1人（有業者あり）世帯  

○夫婦子1人（有業者あり）世帯の第3・五分位において年間1回以上の購入頻度がある費目は、食事代、喫茶代、飲酒代、婦人  
用スラックス、他の男子用シャツ、他の婦人用シャツ、婦人用セーター、子供用シャツ、男子用下着類、女子用下着類、子供用  
下着類、婦人靴、新聞、国内パック旅行責、映画・演劇等入場料、インターネット接続料、理髪料・パーマネント代・カット代、贈  
与金、つきあい費であり、おおむね遜色ない。（次頁参照）  

（回数／年間）  

全匡l  
年間収入分位  

平均       第1・十分  位        第1・五分位  第2・五分  位  第3・五分也  第4・五分位  第5・五分位      第1・五十  分イ立  第2t五十  分位  第3・五十  分位  第4・五十  分位  第5・五十  分イ立   

集計世帯数  9，473   1，109   217   206   256   227   203   2，095   1．800   1．さ37   1，924   1．816  

88．37   61．53  41．22  68＿83  65，33  52，23  80．04   66，42   85＿11   78、¢8  103．88   107．76  

食事代   754¢  525ら  3719  5895  55．80  44．70  6¢．09  57．25  7ヰ．55  8さ、58  87．60  89－32  
喫茶代   905   653   287   713   ¢．27   5．34  11．03   ¢．53   7．28   8．7¢   11．¢¢   13，02  

飲酒代   3．88   2．45   1．17   2．75   3．25   2．19   2jH   2．84   3．28   3．さ3   ヰ．¢1   5．42  

2983   2319  1866  2010  2385  20＿59  32．75   23．23   26．49   30．さ9   34．79   34．25  

背広月艮   0．19   0．09   0．09   0．05   0．24   0＿08   0＿01   0＿12   0．11   0．18   0．24   0．32  

子用上   013   005   004   001   0．12   0．10   0．00   0．07   0．09   0」5   0＿17   0．19  

男子用ズボ’   098   072   053   047   1．49   0．52   0．62   0．79   0．90   ¢．7g   1＿02   1．38  

婦人月艮   0．49   0．32   0．25   0．35   0．45   0．08   0．49   0．31   0．46   0．48   0．50   0．69  

スカート   0．73   0．43   0．05   0．18   0．82   0．30   0．77   0．50   0．46   や．ヰ9   1．04   1．16  

人用スラックス   1．8与   1．a3   1．13   0．93   1．83   0．99   1．7¢   l．25   1．81   1．餅   1．8¢   鼠8¢  

ワイシャツ   0．65   0．27   0．25   0．32   0．29   0．31   0．18   0．29   0．49   l   0．77   1．13  

他の男子用シャツ   27丁   158   1．40   1．32   1．ヰ8   1．30   2．39   1．80   2．77   2．99   乱08   3．19  

男子用セーター   0．32   0．30   0．44   0．21   0．40   0．44   0．03   0．25   0．27   0．ヰ5   0＿31   0．34  

プ■ラウス   0．77   0．43   0．08   0．56   0．59   0．34   0＿58   0．41   0．56   ¢．76   1．00   1．13  

他の婦 用～ ヤツ   388   250   191   249   1．52  2．11   4．47   2．ヰ8   3．ヰ8   4．1¢   ヰ．丁ヰ   ヰーき8  

婦人用セーター   1．71   0．98   0．59   0．78   1．05   0－54   1．9さ   0．91   1．35   1－80   2．12   2．57  

子供用シャツ   3．85   ヰ．15   2．52  3．86   3．¢ヰ   5.79 4．19   乱52   ヰ．1ヰ   ヰ．3ヰ   2＿55  

3．75                         子供用セーター  0．30  0．22   0．17   0＿07   0．44   0．27   0．13   0．21   0．31   0．3之  0．43   0．23  

282   168   091   248   170   1．52   1．79   1．74   1．95   2．40   2．＄3   乏．98  

零子用1て蒼頚                           女子用下着璽添   
36ヰ   29ヰ   143   31ヰ   275   2．77   4．¢1   2．9之   鼠02   3．ヰ5   4．20   ヰ．＄2  

子供用下着類   3．31   3．8ヰ   4．02   2．23   3．73   3．38   4．8ヰ   ■ ●   3．32   3，78   3．97   1．98  

男子劉ヒ   0．69   0．72   0＿43   0＿79   0＿39   0．82   1．17   0．65   0．60   0．57   0．75   0．90  

婦人雫牝   1．85   1．04   0．80   1．20   0．g2   1．11   1．17   0，85   1．22   1．2ヰ   1．72   1．TO  

19．45   11．83  10．84  13．11  10．78  10．22  14．19   12．49   17．29   19，2■   24＿00   24．24  

新聞   乱83   ＄．47   ¢．78   8．91   5，92   4．79   7．95   ¢．95   乱ヰ8   8．ず望   1乏．31   11．72  

0．96   0．43   0＿34   0．87   0＿52   0．23   0．19   0．55   0．91   0、7ヰ   1，27   1．32  

0．42   0．27   0．ヰ3   0．41   0．33   0．6＄   0．56   1－25   1．11   1．25   1，90  

国内パックま紀行賓  ．ま，22                         外国バック旅行費  0．05   0．00   0．00   0．01   0．00   0．00   0．00   0．00   0．05   0．¢1   0＿05   0．14  

劇l等入堆料   171   070   03丁   04ヰ   090   1．21   0－57   0．7之   1．2！I   1．33   2．ヰa   ニ  
インターネット擦寄禿料   5．88   a．さ1   8、11   ヰ．ヰ4   3．02   ● ●   4．8   3＿70   5．33   8．32   ¢．70   ●    ■  

18．47   9．43   6．62  11．67   8．55   8．88  11．41   10．29   15．21   18．5き   21＿85   26．48  

理＃料・パーマネント代・  
カット代   3，90   2．58   2．27   a．37   1．84   2．36   a．10   之．62   3．29   3．95   4．37   5．28  

疑曹与金   7．85   4．30   2．65   5．95   5．01   4．28   3．59   4．90   了．12   7．8＄   8，丁7   10．¢1  

つきあしヽ賓   6．73   2．54   1．70   2．35   1．69   2．2ヰ   ヰ．72   2．77   ヰ．81   ¢．7さ   8．71   10．¢1   

※1「購入頻度」は、調査世帯が当該項目を家計簿に1世帯当たり何回記入したかを示すもの。  

※2「集計世帯数」は、1年間における延べ世帯数。  

資料：平成16年家計調査特別集計  
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（回数／／年間）  
（回数／‾年間）  

14  

12  

10  

8  

6  

4  

2  

0   
第1十分位 第1・五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  第1・十分位 第1・五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  

（回数／年間）  

一－◆一女帝人用スラックス  

→■ト…他の男子用シャツ  

＋他の女帝人用シャツ  

女帝人用セーター  

ー十沖ト・・・・・子供用シャツ  

ーーJト一男子用下着類  

←女子用下着類  
一 子供用下着類  

女帝人封ヒ  

→・－－－－－－一匡l内パック旅子〒責  

＝±ニー一柳睾劇等入】鼻型 

第1・十分位 第卜五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  
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ー■－【¶■  

単身世帯  

○単身世帯の第3・五分位において年間1回以上の購入頻度がある裏目は、食事代、喫茶代、飲酒代、婦人用スラックス、他の   

婦人用シャツ、婦人用セーター、女子用下着類、新聞、国内パック旅行糞、理髪料・パーマネント代・カット代、贈与金であり、お   

おむね遜色ない。（次頁参照）  

（60歳以上の場合）  （回数／年間）  

全国  
年間刃文入分位  

平均  第1・五分位  第2・五分位  算3 ■五分也  第4・五分位  第5・五分位   

第1・十分位  

集計世帯数  4，968   480   991   963   鮎馴ほ   1，031   965   

食米斗  70．48   26．33   31．80   39．83   与TJT3   85．50   137．55   

、．、讃違遥簿   20，55   2ヰ．0ヰ   29．ヰ5   ヰ乱掘   ＄す，99   10†．丁㊦   

≡三ごき≡ニこ葦、塗窒灘  良1癌   8．ヰ1   7．91   12．ヰ2   12」8丁   

務湯澤   0．¢壬   1．35   2．ヰマ   2．要ヰ   ヰ．8ヰ   立1邁環   

10．10   7．34   7．51   8．93   1ゆ錮駿   10．94   13．10  

背広月艮   0．02   0．00   0．02   0．00   0．00   0．02   0．07  

男子用上着   0．04   0．00   0．00   0＿00   0．00   0．03   0．16  

男子用ズボン   0．19   0．00   0．01   0．13   0．20   0．17   0．45  

婦人月艮   0＿30   0．10   0．22   0．18  章．遊撃   0．44   0．36  

スカート   0．29   0．26   0．22   0．23   8．‡8   0．34   0．46  

′湖閉陽転懸≦翻≦漂賢妄 葦沼野   0．5丁   0鰯闇   0．9琴   1．壬丁   1．1す   草．瑳超  

ワイシャツ   0．10   0．00   0．01   0．05   ¢娼序   0．15   0．28  

他の男子用シャツ   0．47   0．03   0．06   0．35   藤邁溶   0．26   1．42  

男子用セーター   0．07   0．03   0．02   0．03   0．11   0．07   0．11  

フ▼ラウス   0．80   0．36   0．42   0．71   0，88   0．99   1．07  

ミ＝発こ、＝ニ 1湘   1◆2丁   1．05   1．57   1．50   葺．拶芝   1．ヰ2  

凛．舗   0．さ1   0．83   1．珊   l．04   1．0¢   1．31  

子供用シャツ   0．10   0．09   0＿09   0．01   0カ○   0．14   0．19  

子供用セーター   0．01   0．02   0．03   0．01   0、02   0．01   0．00  

男子用下着類   0．76   0．49   0．42   0．70   0．59   0．93   1．14  

2．53   2．68   2．78   2．27   2．59   2⊥さ＄   2．ら1  

0．08   0．03   0．04   0，05   o.lol 0．06   0．17  

＝＝   ．‾．   0．16   0．04   0．08   0．03   0．¢9   0．21   0．41  

婦人靴   0．67   0．57   0．62   0．58   ¢．8き   0．70   0．64   

教養娯楽  15．31   9．19   9．67   10．82   18．71   17．82   21．51  

10．拶3   8．03   7．79   8．74   12．8¢   11，ヰ8   12．28  

0．84   0．08   0．19   0．25   0、71   1．02   2．01  

脈浄≡鬱＝聯守灘   1．¢8   ¢．76   1．20   1，1Q   1．78   2，5さ   2」＄  

外国′くック旅雪子章   0．10   0．11   0．06   0．03   0．13   0．10   0．17  

映画・演慮り等入場半斗   1．33   0．16   0．32   0．55   0．87   1．97   2．93  

インターネット接続米斗   0．59   0．05   0．10   0．15   ○、37   0，70   1．61   

その他の消費支出  18．42   11．25   13．12   14．21   19．17   22．01   23．60  

琴禁料・≠驚喪常寮ン巨  
代，努ツト代   ヰ，74   

滞悪党   
2．71   3．22   a．93   4．59   5．¢5   8．29  

13．53   8．ヰ8   乱82   10．19   1ヰ．53   1㊦．21   16．91  

つきあしヽ要   0．15   0．06   0．07   0＿09   0．0ヰ   0．14   0．39   

※1「購入頻度」は、調査世帯が当該項目を家計簿に1世帯当たり何回記入したかを示すもの。  

※2「集計世帯数」は、1年間における延べ世帯数。  

資料：平成16年家計調査特別集計  
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（回数／年間）  
（回数／年間）  

第1・十分位 第1・五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  

（回数／／年間）   

第1・十分位 第1・五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  

◆婦人用スラックス   

＋他の婦人用シャツ   

＋婦人用セーター  

女子用下着類   

一→※←・・・・国内パック旅行章   

一一一理髪料・パーマネント  

代・カット代   

第1・十分位 第1・五分位 第2・五分位 第3・五分位 第4・五分位 第5・五分位  
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○ 被保護世帯における消費実態等について  

○被保護単身世帯における家計全体の状況を見ると、実収入と実支出の差額が15，645円となっている。  

（60歳以上の場合）  

単位：円  

‥ 

総」  文人  223，829  223，829  

実収入  119，600  実支出  103，955  

勤め先収入   3，118  消費支出   102，574  

内職収入   467  食料   31，655  

生活保護給付   94，603  住居   31，166  

国民年金等   15，388  光熱・水道   8，049  
その他の社会保障給付   2，647  家具・家事用品   3，864  

仕送り金品   240  被服及び履物   2，918  

その他の収入   3，138  保健医療  2，514  
交通・通信  6，723  

教育  0  

教養娯楽  5，203  
その他の消費支出  10，482  

非消費支出  1，381  

実収入以外の収入  74，093  実支出以外の支出  88，401  

貯金引出（※）   72，311   貯金（※）   84，065  

保険取金  0  保険掛け金   85  

借入金  337  借金返済   2，536  

月貝武   230  月賦払   460  

掛買   867  掛買払   706  

その他   348  その他   550  

前月からの繰入金  29，689   翌月への繰越金  30，721  

記入不備等  446  記入不備等  752  

資料：社会保障生計調査（平成16年度）   

※ 実収入以外の収入の貯金引出は、保護費の金融機関からの引き出しを含むものであり、実支出以外の支出の貯金は、   

保護費の金融機関への預け入れを含むものである。  
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（参考）被保護単身世帯の消費支出額  

（60歳以上の場合）  単位：円  

世帯数  1，332   

消費支出額  102，574  

生活扶助相当縫  67，871  

食料  31，655  

穀類   3，693  

魚介類   3，246  

肉類   1，391  

乳卵類   1，561  
野菜・海草   5，533  

果物   1，745  
油脂・調味料   1，664  

菓子類   1，691  
調理食品   4，803  

飲料   2，587  

酒類   532  

一般外食   3，211  

光熱・水道  8，049  

家具t家事用品  3，864   

被  服及び履物   2，918  
和服   33  

他の洋服   614  
シャツ・セーター類   501  

下着類   567  

生地・糸類   60  

他の被服  294  

履物類   365  

被服関連サービス   485  

保健医療  2，163  
交通通信  

6，369  

教養娯楽  5，081  

教養娯楽用耐久財   118  

教養娯楽用品   1，353  
書籍他の印刷物   2，288  

教養娯楽サービス   1，322  

その他の消費支出  7，773  

諸雑費等   6，624  

交際費   1，149  

資料：社会保障生計調査（平成16年度）  
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（参考）被保護世帯の耐久消責財の普及状況  

（参考） 一般単身世帯（60歳以上の場合）  ○ 被保護単身世帯（60歳以上の場合）  

一般単身世帯  一般単身世帯   
第1・十分位   第1・五分位   

77．6％   78．7％   

64．5％   67．1％   

82．0％   77．8％   

92．0％   91．6％   

94．4％   93．4％   

59．7％   65．5％   

81．5％   80．3％   

67．4％   72．7％   

92．5％   93．7％   

73．6％   75．3％   

74．3％   77．1％   

71．9％   71．7％   

被保護  被保護  

全世帯   単身世帯   

一般単身世帯（60歳以上の場合）の平均における普及率が  

70％を超える耐久消責財の普及率の平均  
72．9％   69．4％  

和だんす（作り付けを除く）   44．2％   44．1％  

洋服だんす（作り付けを除く）   65．8％   58．8％  

茶だんす・食器戸棚   82．9％   84．7％  

洗濯機   93．3％   82．9％  

ルームエアコン   54．5％   51．2％  

テレビ   97．9％   97．1％  

整理だんす（作り付けを除く）   53．4％   52．4％  

電気掃除機   91．5％   86．5％  

自動炊飯器（遠赤釜・IH型）   77．8％   68．2％  

電子レンジ（電子オーブンレンジを含む）   81．9％   77．6％  

電気こたつ   58．6％   59．4％   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計   資料：厚生労働省社会・援護局保護課調べ（平成19年5月時点）  
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2 体系の検証に用いたデータ  

○ 世帯人数別の生活扶助基準額の検証  

○ほぼ全ての費目でスケールメリット（規模の経済）がはたらいている。  

○多人数世帯において、生活扶助基準額と消費支出績の帝離が大きくなっている。  

○世帯人数別の消費支出額の指数は、第1類費と第2類責とで大きな差はなく、同様のスケールメリットがはたらいている。  

世帯人員別にみた消責支出額（有業者有り世帯）と生活扶助基準額の比較  

消責支出額（円）  指数（1人＝1．00）  費目別構成割合  

1人   2人   3人   4人   5人   

集計世帯数  639  2．493  2，575  2，574  1，195  

生活扶助相当支出計  88，080  149，211  166，949  175，497  188，066   1．00   1．69   1．90   1．99   2．14  10¢．陥  100．0％  100．0％  1瀞．0％  100．0％  

第1類真相当支出  44，875  71，736  86，580  96，057  104，712   1．0¢   1．60   1．93   2．14   2．33  50．！粍   ヰ8．1％  51．9％  54．了ヽ  55．7％  

第2類真相当支出  43，205  77，476  80，370  79，441  83，354   1．鵡   1．7≦蓼   1．86   1．84   1．93  49．1≠  51．g％  48．1馬  ヰ5、3％  44、3％  

食料  28，425  47，427  55，073  59，308  66，862   1．00   1．67   1．94   2．09   32．3％  31．8％  33．0％  33．8％  35．6％  

住居（修繕材料）  87   527   336   222   355   1．00   6．06   3．86   2．55   4．08   0．1％   0．4％   0．2％   0．1％   0．2％  

光熱・水道  8，059  14，824  17，233  18，365  21，413   1．00   1．84   2．14   2．28   2．66   9．1％   9．9％  10．3％  10．5％  11．4％  

家具・家事用品  3，567  6，540  7，096  6，932  7，347   1，00   1．83   1．99   1．94   2．06   4．0％   4．4％   4．3％   3．9％   3．9サム  

被服及び履物  6，423  6，429  7，764  9，050  9．026   1．00   1．00   1．21   1．41   1．41   7．3％   4．3％   4．7％   5．2％   4．8％  

保健医療  1，956  3，898  3，900  3，884  3．897   1．00   1．99   1．99   1．99   1．99   2．2％   2．6％   2．39ら   2．2％   2．1％  

交通・通信  9，980  10，856  14，039  15，352  16，393   1．00   1．09   1．41   1．54   1．64  11．3％   7．3％   8，4％   8．7％   8．7％  

教育  2   220   791  2，176  2，760   1．00   110   396  1，088  1，380   0．0％   0．1％   0．5％   1．2％   1．5％  

教養娯楽  12，553  16．563  17，250  19，738  21，327   1．00   1．32   1．37   1．57   1．70  14．3％  11．1％  10．3％  11．2％  11．3％  

その他の消費支出  17，029  41，927  43，468  40，471  38，686   1．00   2．46   2．55   2．38   2．27  19．3％  28．1％  26．0％  23．1％  20．6％  

8，071  13，839  14，046  13，376  13，612   1．00   1．71   1．74   1．66   1．69   9．2％   9．3％   8．4％   7．6％   7．2ワも  

1．00  343．00  579．68  649，36  626．91   0．0％   5．1％   7．6％   8．1％   7．3％  

1．00   2．24   1．70   1．38   1．17   9．2％  12．2％   8．3％   6．4％   5．1％  諸雑費                                  こづかい（使途不明）  22  7，546  12，753  14，286  13，792                        交際費  8，131  18，186  13，803  11，201  9，510                        仕送り金  804  2，356  2，866  1，608  1，773   1．00   2．93   3．56   2．00   2．21   0．9％   1．6％   1．7％   0．9％   0．9％   

生活扶助基準計（1類＋2類）  75，393  108，216  145，354  171，350  191．377   1．00   1．44   1．93   2．27   2．54  100．0％  100．0％  100．0％  100．0％  100．0％   

第1類費  35，449  65，603  97，796  122，107  142，581   1．00   1月5   2、76   3．44   4．02  47．0％  60．＄％  即．3†i  71．3％  74．5％  

第2類費  39．944  42，613  47，558  49，242  48，797   1．00   1．07   1．19   1．23   1．22  53．0％  39．4％  32．7％  28．7％  25．5％   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  

注1消費支出額は世帯人員別の年間収入第1・五分位に属する世帯の平均額  

注2 生活扶助基準額は、全国消費実態調査の当該世帯のそれぞれの年齢、世帯人員、級地に対応した額を算出し、その平均を用いた。  
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世帯人員別にみた消費支出額（有業者有り世帯）と生活扶助基準額の比較  

1人   2人   3人   4人   5人   

生活扶助相当支出計   1．00   1．69   1．90   1．99   2．14   

第1類真相当支出   1．00   1．60   1．93   2．14   2．33   

第2類費相当支出   1．00   1．79   1．86   1．84   1．93   

生活扶助基準額計   1．00   1．44   1．93   2．27   2．54   

第1類費   1．00   1．85   2．76   3．44   4．02   

第2類責   1．00   1．07   1．19   1．23   1．22   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  

注1消費支出額は世帯人員別の年間収入第1・五分位に属する世帯の平均額  

注2生活扶助基準額は、全国消真実態調査の当該世帯のそれぞれの年齢、世帯人員、級地に対応した額を算出し、その平均を用いた。  
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○ 年齢別の生活扶助基準額の検証  

単身世帯（20歳以上）の生活扶助相当支出額を「60歳～69歳」の額を1．00とした指数で見ると、「20～39歳」は1．09、「40～59歳」は1．08、「70歳以上」  
は0．88となっている。  

単身世帯（20歳以上）の年齢区分別にみた消責支出額  単位＝円  

1 20歳～39歳  1 40歳～59歳  1 60歳～69歳  1 フロ歳以上 l  120歳～39歳  140歳－59歳  160歳～69歳  】 70歳以上 l   

集計世帯数  971   520   704   940  

生活扶助相当支出計  117，687   116，198   108，001   95，407   1．09   1．08   1．00   0．8さ  

第1類真相当支出計  65，000   57，435   47，982   41，245   1．35   1．20   1．00   0．86  

第2類真相当支出計  52，687   58，763   60，019   54，162   0．88   0．98   1．00   0．90  

食料  35，941   35，355   32，428   28，761   1．11   1．09   1．00   0．89  

住居  189   503   615   178   0．31   0．82   1．00   0．29  

光熱・水道  7，426   8，817   10，123   9，337   0．73   0．87   1．00   0．92  

家具t家事用品  3，246   4，488   4，247   4，176   0．76   1．06   1．00   0．98  

被服及び履物  12，547   8，419   5，717   4，270   2，19   1．47   1．00   0．75  

保健医療  1，881   2，007   3，175   2，970   0．59   0．63   1．00   0．94  
交通・通信  13，842   11，110   8，476   6，829   1．63   1．31   1．00   0．81  

交通   4，646   3，663   3，008   2，552   1．54   1．22   1．00   0．85  

通信   9，107   7，383   5，370   4，245   1．70   1．37   1．00   0．79  

教育  0   3   0   0．32   0．11   1．00   0．11  

教養娯楽  22，255   17，437   14，085   12，553   1．58   1．24   1．00   0．89  

その他の消費支出  20，359   28，062   29，132   26，333   0．70   0．96   1．00   0．90  

諸雑責   9，969   11，329   12，735   9，056   0．78   0．89   1．00   0．71  

こづかい（使途不明）   206   137   53   138   3．89   2．59   1．00   2．61  

交際費   9，315   14，486   16，031   16，767   0．58   0．90   1．00   1．05  

仕送り金   869   2，111   312   372   2．78   6．76   1．00   1．19   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計   

注『20～59歳における年間収入＝第1～3・五分位の世帯』及び『60歳以上における「年間収入＋（貯蓄残高一負債残高）／平均余命」＝第1～3・五分位の世帯』を抽出して集計   

単身世帯（20歳以上）の年齢区分別にみた生活扶助基準額  単位＝円  

20歳～40歳  41歳～59歳  60歳～69歳   70歳以上   20歳～40歳  41歳～59歳   60歳～69歳   70歳以上   

生活扶助基準額  83，700   81，610   79，530   75，770   1．05   1．03   1．00   8．95  

買1類費   40，270   38，180   36，100   32，340   1．12   1．06   1．00   0．90  

43，430   43．430   43，430   43，430   1．00   1．00   1．00   1．00   第2類責  
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（参考）責目別に消費支出に年齢差があるか  

○統計的分析によると、ほぼ全ての責目で年齢別の消費支出額に差がみられる。  

単身世帯（20歳以上）の年齢区分別に見た消責支出額  単位：円  

20歳～29歳  30歳～39歳  40歳～49歳  50歳～59歳  60歳～64歳  65歳－69歳  70歳～74歳  75歳以上  差の有無   

集計世帯数  704   268   153   367   306   398   399   541  

生活扶助相当支出計  119，473  114，067  127，146  111．117  108，716  107，459  99，806  92，043  ○  

第1類真相当支出計  68，079  58，761  64，724  54，052  49，898  46．529  45，137  38，269  ○  

第2類真相当支出計  51，394  55，306  62，422  57，065  58，818  60．930  54，670  53，774  ○  

食料  36，132  35，554  38，667  33，818  33，571  31，561  30，406  27，503  ○  

住居  66   438   107   686   381   793   108   231  

光熱・水道  6，900  8，489  8，797   8，827  10，451   9，875  9．496  9，215  ○  

家具・家事用品  3，158  3，425  4，808   4，339  4，307  4，202  4．127  4，214  ○  

被服及び履物  14，299  8，997  11，075   7，186  5，954  5，537  5，217  3，546  ○  

保健医療  1，657  2，334  2，163   1，934  3，492  2，935  2，353  3，442  ○  

交通・通信  15，098  11，297  13，118  10．178  8，825  8，211  7，030  6，675  ○  

交通   5，664  2，583  3，243   3，858  3，003  3，012  2，645  2，481  ○  

通信   9，301  8，714  9，835   6，246  5，608  5，190  4，321  4．187  ○  

教育  0   0   0   7   0   0  

教養娯楽  22，297  22，170  20，431  16，048  13，313  14，670  12，220  12，808  ○  

その他の消費支出  19，865  21，362  27，980  28，100  28，415  29，674  28，851  24，408  ○  

諸雑費   9，458  11，006  10，070  11，913  11，995  13，296  10，003  8，333  ○  

こづかい 256   105   324   50   107   12   218   77  

交際費   9，055  9，843  13，175  15，094  16，011  16，046  18，085  15，759  ○  

仕送り金   1，096   409  4，411   1，043   302   320   545   239  ○   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計   

注1『20～59歳における年間収入＝第1～3・五分位の世帯』及び『60歳以上における「年間収入＋（貯蓄残高一負債残高）／平均余命」＝第1～3・五分位の世帯』を抽出して集計  

注2 一元配置分散分析により、5％水準で年齢による有意な差のある項目は○、ない項目は－  
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3 地域差の検証に用いたデータ   

○ 一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の地域差の比較  

生活扶助基準額の地域差は、一般世帯の生活扶助相当支出額の地域差よりも大きくなっている。  

（む2人以上全世帯（1人あたり）、全収入階級  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  
指数（全国平均＝100）  

111   

額 

一「  

額の回帰直線   

1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料二平成16年全国消費実態調査特別集計  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消費実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  
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②2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1～3■五分位  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  

指数（全国平均＝100）  

1級地t2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  1級地－1  3級地－2   

資料：平成16年全国消真実態調査特別集計  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出親は「1世帯あたりの生活扶助相当支出親」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  

注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消真実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  
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③2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1・五分位  

一般世帯の生活扶助相当支出額と生活扶助基準額の比較  
指数（全国平均＝100）  

1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料二全国消真実態調査特別集計（平成16年）  

注1）1人あたりの生活扶助相当支出植は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した  

注2）生活扶助基準の全国平均は、全国消真実態調査の級地別世帯数によるウエイトで加重平均して算出した。  
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○ 単身世帯における消費実態の地域差について  

単身世帯（60歳以上）と夫婦子1人世帯の比較  

単身世帯（60歳以上）と夫婦子1人世帯について、生活扶助相当支出に占める品目分類の構成割合を比較す  
ると（図表1）、大きな差はみられないが、単身世帯の方が構成割合の大きい品目であり、かつ、構成割合の  
約半分を占める食料及び光熱・水道の地域差の推移をみてみると（P50の図表2）、地域差が縮小する傾向に  
あることから、単身世帯においても2人以上世帯と同様に、地域差は縮小しているのではないか。  

（図表1）生活扶助相当支出に占める品目分類の構成割合  

○ 第1・五分位  ○ 第1・十分位  

単身（60歳以上）   夫婦子1人   

生活扶助相当支出計  100．0％   100．0％  

食料   34．5％   30．3％  

住居   0．8％   0．1％  

光熱・水道   12．5％   9．7％  

家具・家事用晶   4．5％   4．2％  

被服及び履物   3．8％   5．7％  

保健医療   2．9％   2．6％  

交通・通信   8．2％   10．9％  

教育   0．0％   0．5％  

教養娯楽   10．9％   10．6％  

その他の消費支出   21．9％   25．4％   

単身（60歳以上）   夫婦子1人   

生活扶助相当支出計  100．0％   100．0％  

食料   36．0％   30．0％  

住居   1．7％   0．1％  

光熱・水道   13．7％   9．8％  

家具・家事用品   4．3％   4．1％  

被服及び履物   3．4％   6．0％  

保健医療   2．2％   2．7％  
交通・通信   8．0％   11．8％  

教育   0．0％   0．5％  

教養娯楽   9．2％   10．3％  

その他の消費支出   21．3％   24．6％   

資料：全国消真実態調査特別集計（平成16年）  
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（参考）一般世帯における消費支出額の地域差の推移   

一般世帯における都市階級別1人あたり消費支出績等の推移（2人以上全世帯の昭和59年と平成16年の比較）  

一般世帯における消費支出額及び生活扶助相当支出額の地域差は共に縮小する傾向  

①消費支出額  

1人あたり消費支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

（平均世帯人員）3．59人→3．11人  3．75人→3．18人  3．89人→3．27人  3．96人→3．29人  4．17人→3．54人  

（集計世帯数）4，757世帯→5，751世帯  16，851世帯→20，330世帯  11，307世帯→10，808世帯  6，069世帯→5，676世帯   10，969世帯→10，547世帯   

資料：全国消費実態調査   

注1）都市階級 大都市：政令指定都市及び東京都区部、中都市：人口15万以上100万未満の市（大都市除く）、小都市A：人口5万以上15万未満の市、  

小都市B：人口5万未満の市   

注2）1人あたり消費支出額は「1世帯あたりの消責支出額」÷「平均世帯人員の平方根」により算出した。  
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前ページに中間年等を追加したもの  

1人あたり消貴支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）   

都市階級   
大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  

消費 出額  
各年の全国   平均を100とした指数  10年前の指数との差（※）  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村   
昭和54年   106．8   101．4   99．7   94．3   92．7  

昭和59年   110．8   102．7   101．0   93．3   88．6   4．0   1．3   1．3   －1．0   －4．1   

平成6年   106．7   102．9   100．8   92．8   91．7   －4．1   0．2   －0．2   －0．5   3．1   

平成16年   105．0   101．5   99．1   95．4   94．7   －1．7   －1．4   －1．7   2．6   3．0   

※昭和59年は昭和54年との差   

資料：全国消費実態調査   

注）1人あたりの消費支出額は「1世帯あたりの消費支出嶺」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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②生活扶助相当支出額  

1人あたり生活扶助相当支出額の推移（2人以上全世帯）  
指数（全国平均＝100）   

都市階級   町 村  小都市B  小都市A   中都市  大都市  

資料：全国消真実態調査  

注1）生活扶助相当支出額は消責支出額－（家賃地代＋保健医療＋自動車等関係責＋教育）で算出した。  
注2）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した  
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前ページに中間年等を追加したもの  

指数（全国平均＝100）  
1人あたり生活扶助相当支出額の推移（2人以上全世帯）  

都市階級   
大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  

ヽ′  T±・ ′  
各年の全国   平均を100とした指数  10年前の指数との差（※）  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村   
昭和54年   106．5   101．1   99．7   95．2   93．1  

昭和59年   109．4   102．8   101．1   94．1   89．4   2．9   1．7   1．4   －1．1   －3．7   

平成6年   104．1   102．5   100．9   95．0   93．9   －5．3   －0．3   －0．2   0．9   4．5   

平成16年   103．5   101．2   99．0   97．5   96．3   －0．6   －1．3   －1．9   2．5   2．4   

※昭和59年は昭和54年との差   

資料：全国消真実態調査  

注1）生活扶助相当支出額は消責支出額－（家賃地代＋保健医療＋自動車等関係費＋教育）で算出した。  
注2）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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③責目別消費支出額の地域差の推移  

地域差が縮小する傾向にある責目 → 食費、光熱・水道責、家具t家事用品費  

地域差に大きな変化が認められない責目 →被服及び履物責、交通■通信責、教養娯楽糞  

○（図表2）地域差が縮小する傾向にある費目  

指数（全国平均＝100）  
1人あたり食費の推移   1人あたり光熱・水道費の推移  

指数（全国平均＝100）   

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  都市階級  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  

1人あたり家具・家事用晶真の推移  
指数（全国平均＝100）  

■∴1  

115  

110  

105  

100  

95  

90  

85  

80  

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町 村  都市階級   

資料：全国消真実態調査  

注）1人あたりの糞目別支出額は「1世帯あたりの費目別支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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○地域差に大きな変化の認められない章目  

1人あたり交通・通信費の推移  1人あたり被服及び履き物真の推移  
指数（全国平均＝100）  指数（全国平均＝100）  

＋平成16年   

95  

115  

11   

84   

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

1人あたり教養娯楽の推移  
指数（全国平均＝100）  

9。   

85  85   

大都市  中都市  小都市A  小都市B  町村  都市階級  

資料：全国消費実態調査  

注）1人あたりの責目別支出額は「1世帯あたりの費目別支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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（参考）生活扶助相当支出額と消費者物価地域差指数の地域差の比較  

一般世帯の生活扶助相当支出額と消責者物価地域差指数の地域差はほぼ同様となっている。  

一般世帯の生活扶助相当支出額と消費者物価地域差指数の比較  
指数（全国平均＝100）  

1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2  

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計、平成14年全国物価統計調査  

注1）一般世帯の生活扶助相当支出額は、2人以上全世帯（1人あたり）、年間収入第1～3・五分位におけるデータである。  

注2）1人あたりの生活扶助相当支出額は「1世帯あたりの生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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（参考）被保護世帯における消真実態の地域差について  

1人あたり生活扶助相当支出額（2人以上世帯）  

指数（全国平均＝100）  

120  

115  

110  
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資料．社会保障生計調査（家計簿）  
注1）平成14～16年の平均値である。  
注2）生活扶助相当支出額は消費支出額－（住居＋保健医療＋教育）で算出した。  
注3）1人あたり生活扶助相当支出額は「1世帯あたり生活扶助相当支出額」÷「平均世帯人員の平方根」で算出した。  
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4 勤労控除の検証に用いたデータ  

○ 就労に関連する経費  

○単身世帯における就労に関連する経費は、平均で就労収入の1割程度となっている。  

○夫婦子1人世帯における就労に関連する経真についても、平均で就労収入の1割程度となっている。   

※就労に関連する綬章は、就労に伴う経費と考えられる支出品目を幅広く抜き出して集計しているものであり、実際には、就労とは関係がない支出が含まれることがあること、   

また、むしろ家事上の支出と見るべきものも含まれることがあることに留意する必要がある。  

一般世帯における就労に関連する経費  
単位：円  

単身有業世帯（60歳未満） 年間収入二第1・五分位  夫婦子1人世帯（有業1人） 年間収入：第1・五分位  （備考）就労に関連する経費として集計した品目   

集計世帯数   415   756  

＄外食責   8，735   8，346  一般外食   

②スーツ、ワイシャツ、ネクタイ等の被服費   2，489   
1，687  背広服、男子用コート、婦人服、婦人用スラックス、婦人用コート、ワイシャツ、ブラウス、ネクタイ、  

男子靴、婦人靴   

冨サリーニング代   180   283  洗濯代   

④文房具等の事務用品   230   439  耐久性文房具、消耗性文房具   

⑤雑誌、書籍   1，259   1，224  雑誌・週刊誌、書籍   

⑥習い事の月謝   156   167  語学月謝、他の教育的月謝   

⑦理美容   2，220   1．977  理髪料、パーマ、カット代、化粧品   

⑧定期入れ、名刺入れ等の身の回り品   105   215  他の身の回り用品   

⑨つきあい責（接待等会社関係のつきあい）   321   586  つきあい費   

⑩こづかい   7   14．176  世帯主こづかい   

就労に関連する経費合計（①～⑩） （A）   15，702   29，098  

就労収入  （B）   150．270   271，411   

（A）／（B）   10．一指   10，了％   

資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  
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○ 就労収入階級別にみた就労に関連する経費  

○単身世帯、夫婦子1人世帯のいずれも、就労に関連する経責と就労収入階級の間に正の相関関係がみられる。  

○就労に関連する経費と就労収入の回帰直線の傾きは、約0．1となっており、就労に関連する経責は就労収入が1万円増えるごとに1千円程度増   

える傾向がみられる。  

就労に関連する軽費の合計  
世帯類型   集計世帯数  1万円～  2万円－  8万円－  4万円－  5万円－  8万円－  7万円～  8万円～  9万円・－  lO万円－  11万円■－  ほ万円－  t3万円～  何万円－  15万円－  沌万円■－  17万円－  相方円－  19万円”  却方円－  21万円～  22万円・－  貪〇万円～  24万円■－  25万円～  2¢万円～  2一方円－  28万円－  21万円－  袖万円－  81万円－  32万円－  

一方円未満                                                                      2万円，蒙き  3万円東灘  ■万円兼斗  5万円  ○方円兼■  7方円未満  円乗濃  ，万円水鶏  lO万  †l万円乗  ′ ＝  1亨方円乗糞  14万円乗j轟  1書方円  柑万円乗■  17万円  t8万円乗鶉  1I万円葬  王○万内  2I万円糞  出方円乗  カ万円  糾方円集濃  番方角靂  鱒万円  t†万円▲  如万円象  汐万円  80方円  ユ】万円彙  32万円榔   

単身  有美1人   2．569    7，081  13，柑8  37．517  10，698  13．141  15，851  10，134  12，840  14．971  10，717  7，799  13．090  17，200  13，084  17，472  13．710  23，269  13，570  22．936  20，184  27．334  22．369  33，563  36．87（；  31、367  35，274  30，718  49．353  35．180  36，743  37，378  47，545   

夫婦子1人  有美1人   3．052        1，665    4，086  60，854  8，200  23，088  29，415  13．114  10．277  9，667  21．060  13，760  14．166  20，235  18．779  17．551  24，818  16，824  23，474  22，260  30．716  27，649  29、386  34．466  31．167  30．028  31，932  37．004  34．929  49．897   

夫婦子1人世帯  単身世帯  
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資料：平成16年全国消費実態調査特別集計  
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Ⅴ 生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書（抜粋）  

告書（抜粋）  生活保護制度の在り方に関する専門委員会報  

平成16年12月15日  

生活保護制度の在り方に関する専門委員会  

第1（略）  

第2 生活保護基準の在り方について  

1生活扶助基準の評価・検証等について  

（1）評価・検証   

先の中間取りまとめにおいて報告したとおり、いわゆる水準均衡方式を前提とする手法により、勤労3人世帯の生活扶   

助基準について、低所得世帯の消責支出額との比較において検証・評価した結果、その水準は基本的に妥当であったが、   

今後、生活扶助基準と一般低所得世帯の消真実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に見極めるため、全   

国消費実態調査等を基に5年に一度の頻度で検証を行う必要がある。なお、生活扶助基準の検証に当たっては、平均的   

に見れば、勤労基礎控除も含めた生活扶助基準額が一般低所得世帯の消費における生活扶助相当額よりも高くなって   

いること、また、各種控除が実質的な生活水準に影響することも考慮する必要がある。  

また、これらの検証に際しては、地域別、世帯類型別等に分けるとともに、調査方法及び評価手法についても専門家   

の知見を踏まえることが妥当である。同時に、捕捉率（生活保護の受給要件を満たす世帯がどれだけ実際に生活保護を   

受けているか）についても検証を行う必要があるとの指摘があった。  

（2）設定及び算定方法   

現行の生活扶助基準の設定は3人世帯を基軸としており、また、算定については、世帯人員数分を単純に足し上げて   

算定される第1類責（個人消真部分）と、世帯規模の経済性、いわゆるスケールメリットを考慮し、世帯人員数に応じて設   
定されている第2類責（世帯共同消費部分）とを合算する仕組みとされているため、世帯人員別にみると、必ずしも一般   

低所得世帯の消真実態を反映したものとなっていない。このため、特に次の点について改善が図られるよう、設定及び算   

定方法について見直しを検討する必要がある。  
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① 多人数世帯基準の是正  

かねてより、生活扶助基準は多人数になるほど割高になるとの指摘がなされているが、これは人数が増すにつれ第1類   

費の比重が高くなり、スケールメリット効果が薄れるためである。このため、中間取りまとめにおいて指摘した第2類真の構  

成割合及び多人数世帯の換算率に関する見直しのほか、世帯規模の経済性を高めるような設定等について検討する必要  

がある。   

②単身世帯基準の設定  

中間取りまとめで指摘したとおり、単身世帯の生活扶助基準についても、多人数世帯の基準と同様、必ずしも一般低所  

得世帯の消費実態を反映したものとなっていない。また、被保護世帯の7割は単身世帯が占めていること、近年、高齢化の  

進展や扶養意識の変化に伴って高齢単身世帯の増加が顕著となっており、今後もさらにその傾向が進むと見込まれる。こ  

れらの事情にかんがみ、単身世帯については、一般低所得世帯との均衡を踏まえて別途の生活扶助基準を設定すること  

について検討することが必要である。   

③第1類費の年齢別設定の見直し  

中間取りまとめにおいても指摘したとおり、人工栄養真の在り方も含めた0歳児の第1類費や、第1類費の年齢区分の  

幅の拡大などについて見直しが必要である。   

2（略）  

3 級地   

現行級地制度については昭和62年度から最大格差22．5％、6区分制とされているが、現在の一般世帯の生活扶助相当消  

費支出額をみると、地域差が縮小する傾向が認められたところである。このため、市町村合併の動向にも配慮しつつ、さらに今  

後詳細なデータによる検証を行った上、級地制度全般について見直しを検討することが必要である。  

4 その他   

なお、1（1）で述べた定期的な評価を次回行う際には、今回行われた基準の見直しに係る事項についても評価の対象とし、  

影響等も十分調査の上、必要な見直しを検  専門家による委員会等において詳細な分析や検証を行い、被保護世帯の生活への  

討することが求められる。  

第3～第5（略）  
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Ⅵ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（抜粋）  

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（抜粋）  

【社会保障】  

＜生活保護＞  

・以下の内容について、早急に見直しに着手し、可能な限り2007年度に、  

間に合わないものについても2008年度には確実に実施する。   

一生活扶助基準について、低所得世帯の消真実態等を踏まえた見直しを行う。  

一母子加算について就労支援策を講じつつ廃止を含めた見直しを行う。  

一級地の見直しを行う。   

一自宅を保有している者について、リバースモゲージを利用した貸付け等   

を優先することとする。   

・現行の生活保護制度は抜本的改革が迫られており、早急に総合的な検討に  

着手し、改革を実施する。  
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